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総   則 

 
（目   的） 

第１条 この要綱は、市内中小企業者の事業活動に必要な資金の供給を円滑に行うことにより、その経営基盤の

確立を促進し、市内中小企業者の健全な発展及び振興に資することを目的として、令和７年度に実施する横浜

市中小企業融資制度（以下「制度」という。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 
  

（中小企業者の定義） 

第２条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法（昭和 25年 12 月 14日法律第 264号）第

２条第１項の第 1 号または第２号に該当する会社及び個人、または、同項第３号から第 11 号のいずれかに該

当する中小企業等協同組合等（以下「協同組合等」という。）者をいう。 
 

（種   類） 

第３条 制度の融資の種類（以下「資金」という。）は、振興資金、協調融資資金、小規模企業特別資金、小規

模企業資金繰り安定サポート資金、脱炭素よこはま資金、脱炭素よこはま資金ミニ、SDGsよこはま資金、スタ

ートアップおうえん資金、創業おうえん資金、事業承継資金、経営安定資金、経営支援資金、緊急経営支援資

金、設備更新資金、賃上げおうえん資金とする。 

２ 各資金の融資条件等については、第８条に定めるほか、資金ごとの詳細を別表１に定める。 
 

（制度の利用可能者） 

第４条 制度を利用することができるものは、横浜市信用保証協会（以下「市保証協会」という。）の保証対象

業種に属し、市内で事業を営んでいる又は市内での事業着手が認められる中小企業者とする。 

２ 前項に定める「市内での事業着手が認められる中小企業者」とは、不動産登記事項証明書、売買契約書、賃

貸借契約書、店舗使用承諾書、開業届等により、客観的に市内での事業着手が確認できる中小企業者をいう。 

３ 次の各号のいずれかに該当するものは、制度を利用することができない。 

 (1) 返済能力がないと認められるもの 

 (2) 金融機関の取引停止処分を受けているもの 

(3) 市保証協会又は他の信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行を求められているもの（創業おう

えん資金のうち（再挑戦）を除く。） 

 (4) 横浜市民税を滞納しているもの 

 (5) 法令の規定により行う許可、認可、免許などの行政庁が行う処分又は行為（以下｢許認可等」という。）

を必要とする事業の場合、許認可等を受けていないもの 

 (6) 制度を不正に利用したもの、その他市長が適当でないと認めるもの 

４ その他必要な事項は、資金ごとに定める。 
 

（取扱金融機関） 

第５条 市長は、制度を取り扱う金融機関（以下「取扱金融機関」という。）を次のとおり指定する。 

 (1) 銀行 

   みずほ・三菱ＵＦＪ・三井住友・りそな・横浜・群馬・きらぼし・第四北越・山梨中央・北陸・静岡・ 

スルガ・阿波・神奈川・東日本・大光・静岡中央 

 (2) 信用金庫 

   横浜・かながわ・湘南・川崎・さわやか・芝・城南・世田谷 

 (3) 商工組合中央金庫 

 
２ 市長は、取扱金融機関を新規指定する場合は、別途定める要領に従うものとする。 
 

（信 用 保 証） 

第６条 制度を利用する中小企業者（以下「借入者」という。）は、市保証協会の信用保証（以下「保証」とい

う。）を必要とする。このため、借入者は、市保証協会の定めるところによる保証料を、市保証協会に収める

こととする。 

２ 市長は借入者に対し、別表２のとおり保証料の助成を行う。 

３ 前項の定めにより市長が保証料の助成を行う場合、市保証協会は助成相当額を差し引いた保証料を徴収し、

市長は助成相当額を市保証協会に対して支出する。 

４ 第９条の定めにより、借入者が借入後に融資期間の延長等の条件変更を行った場合、市長は保証料の助成の
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追加は行わないものとする。 

５ 保証料の助成に関する手続き等に必要な事項は、「横浜市中小企業融資制度保証料助成事務取扱要領」に定

める。 

 

（申込みの手続き等） 

第７条 借入者は、必要な書類を添えて取扱金融機関に融資と保証の申込みを行う。申込みを受けた取扱金融機

関は、所定の審査を行った後、適当と判断されたものについては、必要な書類を添えて市保証協会に保証の依

頼を行うものとする。 

２ 前項の取扱金融機関への申込みに必要な書類は、全資金に共通して必要な書類（次のとおり。以下「共通書

類」という。）の他、各資金において定める。 

(1) 信用保証委託申込書 

(2) 申込人（個人・法人）及び連帯保証人の印鑑登録証明書 

ただし、連帯保証人の印鑑登録証明書は、連帯保証人が必要となる場合に限る。 

 (3) 申込時において納期が到来している横浜市民税について、納付が確認できる下記のいずれかの資料 

 ア 納税証明書 

 イ 領収証書 

 ウ eLTAX地方税ポータルシステムの納付済みがわかる画面 

 エ 地方税お支払サイトの納付済みがわかる画面 

 オ （個人事業主で、横浜市民税を口座振替している場合）納付通知書および納税通知書に記載されている

納税金額の引き落としが確認できる通帳の写しまたは取引明細書 

(4) 決算書（確定申告書）（原則、直近２期分） 

(5) 法人の場合は履歴事項全部証明書又は登記情報提供サービスで取得したもの 

(6) 許認可事業の場合は許認可証 

(7) 設備資金の借入の場合は見積書等の疎明書類 

(8) その他融資審査に関する必要書類 

３ 前項第２号から第７号までの書類は、写しも可とする。なお、証明書については発行から３か月以内の最新

のものとする。 

４ 令和７年４月１日以降に取扱金融機関が融資を実行した場合であっても、令和６年度横浜市中小企業融資制

度要綱に基づく融資申込により、市保証協会が令和６年度末までに保証依頼を受けた案件は、令和６年度横浜

市中小企業融資制度要綱に基づき処理する。 
 
（融資条件等） 

第８条 市長は、資金ごとに融資対象者及びその他制度利用に必要な融資条件を定める。 

２ 前項のうち、連帯保証人、融資利率、返済方法、借入金の使途（以下「資金使途」という。）及びその他の

条件は次の各号のとおりとする。 

(1) 連帯保証人は、個人の場合は原則不要とする。法人の場合は必要に応じて求めるものとする。ただし、代

表者以外の連帯保証人は原則不要とする。 

なお、次のアからウのいずれかに該当する場合は、法人代表者の保証を不要とする。 

  ア スタートアップおうえん資金、創業おうえん資金（経営者保証不要特別）、事業承継資金（経営者保証

不要特別）を利用する場合 

  イ 経済産業省令 （中小企業信用保険法施行規則）で定める要件を備える借入者が、保証料率の引上げを

条件に保証人による保証を提供しないことを選択した場合 

ウ 次のいずれかに該当する場合 

(ｱ) 申込金融機関が、そのプロパー融資について経営者保証を不要とし、担保による保全がない融資残

高がある場合、又は申込金融機関が申込による保証付融資と同時に経営者保証を不要とし担保による

保全がないプロパー融資を実行する場合において、直近決算が債務超過ではなく、直近２期の決算の

減価償却前利益が連続して赤字ではないことに加え、法人と経営者の資産・経理について明確な分離

がなされている場合 

 (ｲ) 法人または経営者が所有する不動産について担保提供があり、十分な保全が図られている場合 

(ｳ) その他市保証協会が特に認める場合 

 (2) 融資利率は、変動金利又は取扱金融機関の所定利率と定めのあるものを除き、固定金利とし、別表で定

める各資金の融資利率を上限とする。また融資利率の設定については、取扱金融機関の責任の基、行うも

のとする。 

ア 固定金利は、原則として当初融資実行時の融資利率を完済まで適用する。ただし、融資期間内であっ

ても、融資実行時より融資利率を引下げることは可とする。 
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  令和７年４月１日以降に市保証協会が保証受付をした資金については、第９条に定める融資期間の延長

（以下「条件変更」という。）を行う場合は、当初融資の最終返済期限までは当初融資実行時の融資利率

を適用するものとする。ただし、当初融資の最終返済期限以降の延長期間については、条件変更実行日時

点に横浜市中小企業融資制度要綱で定めている同一資金の最長融資期間の融資利率の範囲内で、融資利率

を引き上げることを可とする。また、同一資金が存在しない場合は、条件変更実行日時点の横浜市中小企

業融資制度要綱で定めている振興資金の最長融資期間の融資利率の範囲内で、融資利率を引き上げること

を可とする。 

 イ 変動金利は、取扱金融機関ごとの短期貸出最優遇金利（以下「短期プライムレート」という。）の変動

に伴い、融資期間中において、その変更幅と連動して同じ幅だけ引き下げ又は引き上げるものとする。 

なお、引上げ時に限り変動幅を超えない範囲で利率を設定することができる。また、利率の変更に伴う

適用開始日は、融資利率の変更日の翌月同日以降最初に到来する利息支払日の翌日とする。 

 ウ 取扱金融機関の所定利率は、取扱金融機関が定める融資利率により取り扱うものとする。 

(3) 返済方法は、割賦返済とする。ただし、融資期間１年以内の場合は一括返済も可とし（スタートアップお

うえん資金、創業おうえん資金（経営者保証不要特別）及び経営支援資金（融資対象者５）を除く。）、ま

た、小規模企業資金繰り安定サポート資金については一括返済とする。据置期間については、資金ごとに定

める。 

(4) 資金使途は、事業実施に係るものに限るものとし、生活費、住宅取得費用、及び、投機等には利用できな

いものとする。 

(5) 本条で定める融資条件は、金融情勢の変化にあわせて改定することとし、改定時には、市長は、取扱金融

機関及び市保証協会あてに別途通知するものとする。 
 

（融資期間の延長） 

第９条 取扱金融機関は、制度の利用者が経済情勢の変化等により、各資金の借入金の返済に支障をきたした場

合において、市保証協会の承諾が得られたときは、資金ごとに定められた融資期間を延長することができる。 
 
（繰 上 返 済） 

第 10条 借入金については、借入者の意思により繰上返済することを、原則として認める。 

２ 市長は、借入者が次の各号のいずれかに該当する場合において、借入金の繰上返済の措置をする必要がある

と認めたときは、その旨を借入者及び取扱金融機関に指示するものとする。 

(1) 融資申込の際に提出された書類に不実の記載があったとき 

(2) 借入金を、この要綱に定める資金使途以外に使用したとき 

(3) 他の債務につき仮差押、仮処分、強制執行を受け、又は再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立て

をしたとき 

(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に基づく融資の継続を不適当と認める事実があったとき 

 

（預託の方法） 

第 11 条 市長は、年度当初に当年度の予算の範囲内で、取扱金融機関に対し、市保証協会を経由して、制度に

よる融資額の一部に相当する額を預託する。預託の額は、想定年間融資総額（以下「融資枠」という。）に基

づき算出し、原則として当年度を含む 3か年度に分割して支出する。預託を受けた取扱金融機関は、当年度の

最終営業日に、市保証協会を経由して、当年度に預託を受けた金額の全額を市長に返還する。 

２ 前項に定める預託の額のうち、当年度分は、当年度の融資枠から算出された金額の２分の１とする。 

３ 第 1 項に定める預託の額のうち、過年度（令和６年度）分は、令和６年度上半期の融資実績に基づき算出し、

各金融機関における令和６年度の預託額に対する不足がある場合はその不足分とする。 

４ 第 1 項に定める預託の額のうち、過年度（令和５年度）分は、令和５年度通期の融資実績に基づき算出し、

各金融機関における令和６年度及び令和５年度の預託額合計に対する不足がある場合はその不足分とする。 

 

（取扱金融機関の義務） 

第 12条 取扱金融機関は、第 11条第２項の定めるところにより算出された金額に２分の１を除した額に、次表

に掲げる倍率を乗じた金額に相当する額を超えることを、融資目標としなければならない。 

なお、協調融資資金の預託は振興資金の預託、緊急経営支援資金の預託は経営支援資金の預託、設備更新資

金の預託は脱炭素よこはま資金の預託、賃上げおうえん資金の預託は SDGs よこはま資金の預託を、それぞれ

活用することとし、活用先の融資目標に、当該資金の融資目標が含まれているものとして扱う。 
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２ 取扱金融機関は、預託を行わない資金（小規模企業資金繰り安定サポート資金、事業承継資金）について、

別途、市長が通知する額を超えることを融資目標としなければならない。 

３ 取扱金融機関は、制度の利用にあたり、第１条に定める目的を踏まえ、健全かつ適切な業務運営に努めなけ

ればならない。 

４ 取扱金融機関は、借入者から制度利用の申込みを受けたときは、速やかに審査して、適当と認めたものにつ

いては、融資を実行しなければならない。 

５ 取扱金融機関は、借入者に貸付金の一部を預金として拘束することや、旧債の振替を要求してはならない。 

６ 取扱金融機関が前各項の規定を遵守しない場合、または、制度に係る代位弁済が著しく多い場合には、市長

はその指定を解除することができる。 

７ 取扱金融機関は、金融機関に借入者についての業況報告や経営行動計画の実行状況等の報告義務が課されて

いる全国統一の信用保証制度を利用して融資を実行した場合、当該保証制度の定めに従って、市保証協会に対

し所定の報告書を電子媒体で提出しなければならない。 

なお、取扱金融機関が当該報告書を提出しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行うときに、そ

の理由を記載した書面を市保証協会に提出するものとする。 

８ 取扱金融機関は、中小企業信用保険法第２条第６項の認定を受けた中小企業者に融資を実行した場合は、融

資を実行した日から５年にわたり、半年に一度、市保証協会に対し市保証協会所定の業況報告書を電子媒体で

提出しなければならない。ただし、保証期間が１年以内のものは対象から除外するものとする。 

また、中小企業信用保険法第２条第６項の経済産業大臣が認める日から１年以内の期間（同項に定める信用

の収縮の状況を勘案し、経済産業大臣が１年を限り当該期間を延長したときは、その延長した期間を含む。

（以下「危機指定期間」という。））中であるときは、原則として危機指定期間終了後に提出するものとする。 

また、取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者（個人事業主を除く。）の直前の決算が償却前経常

利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。 

なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件にかかる代位弁済請求を行うときに、

その理由を記載した書面を市保証協会に提出するものとする。 
 

（市保証協会の義務） 

第 13 条 市保証協会は、第８条に定める各資金の融資条件に基づく保証の申込みを受けたときは、速やかに審

査を行い、保証を付することが適当と認めたものについては、取扱金融機関にその旨を通知する。 

２ 市保証協会は、市長から制度による融資のための融資資金の寄託を受けたときは、市長の定めるところに従

い、それを取扱金融機関に預託しなければならない。 

３ 市保証協会は、制度の保証及び実績に係る報告を市長が求めたときは、これに応じなければならない。 
 

（検査及び報告） 

第 14 条 市長は、制度が適切に利用されているかを取扱金融機関、市保証協会及び借入者に対し、検査するこ

とができる。 

２ 取扱金融機関、市保証協会及び借入者は、市長が実施する検査又は指示に従うとともに、現況の報告を求め

られたときは速やかに応じることとする。 

 

（制度の特例） 

第 15 条 市長は、天災地変又は著しい経済情勢の変化等により要綱各条によることが適当でないと認めるとき

は、融資条件、融資の手続き、その他制度利用に必要な条件等について臨時に別の定めをすることができる。 

 

 

資金の種類 融資倍率 資金の種類 融資倍率 

振興資金 

協調融資資金 
７倍以上 スタートアップおうえん資金 2.5倍以上 

小規模企業特別資金 2.5倍以上 創業おうえん資金 2.5倍以上 

脱炭素よこはま資金 

設備更新資金 
２倍以上 経営安定資金 

２倍以上 

脱炭素よこはま資金ミニ 
２倍以上 経営支援資金 

緊急経営支援資金 
２倍以上 

ＳＤＧｓよこはま資金 

賃上げおうえん資金 
２倍以上 － － 
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（そ の 他） 

第 16条 制度について、予算等の関係により申込みを打ち切ることがある。 

 

第 17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市と関係機関が協議して定める。 

 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年５月 12日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年 10月１日から施行する。
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（別表１－１） 

振興資金 

目 的 
中小企業者が事業活動に必要とする資金を融資し、もって中小企業金融の円滑化を図

り、中小企業の振興に寄与する。 

融 資 対 象 者 － 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

融 資 額  ２億 8,000万円以内（協同組合等は４億 8,000万円以内） 

融 資 利 率 

 固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。 

 

 １ 固定金利 ： １年以内      年 1.9％以内 

            １年超３年以内   年 2.4％以内 

          ３年超５年以内   年 2.6％以内 

          ５年超７年以内    年 2.7％以内 

          ７年超 15年以内  年 2.9％以内 

          15年超 20年以内  年 3.0％以内 

 

 ２ 変動金利 ： 短期プライムレート＋0.7％以内 

融 資 期 間 
運転資金  ７年以内 

設備資金  20年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

担 保 必要に応じて徴する。 

保 証 料 助 成 

なし 

 

【脱炭素割】0.2％助成（融資額 2,000万円まで） 

次の１及び２に該当し、かつ３又は４のいずれかを満たす融資対象者 

１ 融資期間が７年以内のもの 

２ 横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施したもの 

 

３ 取扱金融機関等が提携又は公的機関が提供する算定ツール・診断サービスを使用

し、現状の温室効果ガス排出量の見える化を、融資申込月に対応する６か月分実施

したもの 

４ 「かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト」を活用し、再エネ電力プランに切り

替えたもの 

共通書類以外の

申 込 書 類 

【脱炭素割を適用する場合】 

１ 「脱炭素割」資格申告書（様式１－（１））※１ 

２ 温室効果ガス排出量を算定※２した結果を示す書類（写）、又は神奈川県

が交付する「かながわ再エネ電力利用事業者認定証」※３（写） 

３ 「脱炭素取組宣言 確認書」（写）、又は「脱炭素取組宣言 宣言書」

（写） 

部数 

１ 

１ 

 

１ 
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備 考 

※１ 脱炭素割を適用する場合、融資対象者は、融資の申込みにあたり作成する資格申告

書に、「Scope１＆２の温室効果ガス排出量」又は「再エネルギー電力切替の旨」を記

載する。 

   資格申告書については、横浜市のウェブサイトにて作成するものとする。 

※２ 温室効果ガス排出量算定方法については限定しないが、取扱金融機関が提携、若し

くは公的機関が提供している算定ツールや診断サービスを使用し、算定した結果を示

す書類は、算定に使用したツールにより定められた様式を用いること。 

また、令和７年４月から９月に融資申込みをする場合は、令和６年７月から 12月分

のすべての算定結果を、令和７年 10月から令和８年３月に融資申込みをする場合は、

令和７年１月から６月分のすべての算定結果が記載されていること。 

Scope１とは「自社での燃料使用等による直接排出」、Scope２とは「他社から供給

された電気・ガス等の使用に伴う間接排出」を指す。 

※３ 「かながわ再エネ電力利用事業者認定証」は、認定日された月の属する年度を含む

３か年度以内のものを有効とする。 
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（別表１－２） 

協調融資資金 

目 的 
金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより、金融仲介機能

の一層の強化を図り、中小企業者の多岐にわたる経営課題解決への取組を後押しする。 

融 資 対 象 者 

次のいずれかに該当する中小企業者 

１ 当該保証付融資と合わせて、その融資額の１割以上（融資期間１年以上）のプロパ

ー融資を同時に受けるもの 

２ 金融機関によるモニタリングを受けるもの 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

融 資 額  ２億 8,000万円以内（協同組合等は４億 8,000万円以内） 

融 資 利 率 

 固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。 

 

 １ 固定金利 ： 10年以内 2.8％以内 

 

 ２ 変動金利 ： 短期プライムレート＋0.7％以内 

融 資 期 間 
運転資金  10年以内 

設備資金  10年以内 

据 置 期 間 
運転資金 12か月以内 

設備資金 36か月以内 

担 保 必要に応じて徴する。 

連 帯 保 証 人 
必要に応じて徴する。 

ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 

保 証 料 助 成 

なし 

 

【脱炭素割】国補助後の 0.2％助成（融資額 2,000万円まで） 

次の１に該当し、かつ２又は３のいずれかを満たす融資対象者 

１ 横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施したもの 

 

２ 取扱金融機関等が提携又は公的機関が提供する算定ツール・診断サービスを使用

し、現状の温室効果ガス排出量の見える化を、融資申込月に対応する６か月分実施

したもの 

３ 「かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト」を活用し、再エネ電力プランに切り

替えたもの 

 申込書類 部数 

共通書類以外の

申 込 書 類 

融資対象者１ 

申込人資格要件申告書兼誓約書（協調支援型特別保証制度用）【協会様式】 

 

１ 

融資対象者２ 

１ 申込人資格要件申告書兼誓約書（協調支援型特別保証制度用）【協会様式】 

２ 経営行動計画書（協調支援型特別保証制度用）【協会様式】 

 

 

１ 

１ 
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【脱炭素割を適用する場合】 

１ 「脱炭素割」資格申告書（様式１－（１））※１ 

２ 温室効果ガス排出量を算定※２した結果を示す書類（写）、又は神奈川県が交

付する「かながわ再エネ電力利用事業者認定証」※３（写） 

３ 「脱炭素取組宣言 確認書」（写）、又は「脱炭素取組宣言 宣言書」（写） 

部数 

１ 

１ 

 

１ 

金融機関の責務

及び報告並びに

E B P M に伴う 

情 報 提 供 

融資対象者２については、次の１から４の責務を負う。 

 １ 金融機関は、原則として四半期に１回、経営の状況を確認するとともに、中小企業

者から経営状況等の報告を受ける。 

 ２ 金融機関は、中小企業者に対し、当初策定した計画の見直し及び同計画を進めるた

めの経営支援を行う。 

 ３ 金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から５事業年度にわ

たり、年１回中小企業者の事業年度毎に、市信用保証協会に対し、中小企業者の本制

度の利用状況、計画の実行状況、財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電子デー

タで報告しなければならない。市信用保証協会は、同データのうち、EBPM に伴う情報

提供として、所在地、資本金、会社設立日、業種、従業員数、申込金融機関、保証申

込金額、保証承諾日、保証承諾金額、保証申込時点のプロパー融資有無、本保証付き

融資実行後のプロパー融資実行有無、プロパー融資実行時点の本制度残高、金融機関

の訪問回数及び財務状況について、電子データで経済産業省に送付しなければならな

い。なお、金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時

にその理由を記載した書面を提出する。 

 ４ 金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、必要に応じて、中小企業者に対し、指

導・助言や追加的な経営支援を行う。 

備 考 

※１ 脱炭素割を適用する場合、融資対象者は、融資の申込みにあたり作成する資格申告

書に、「Scope１＆２の温室効果ガス排出量」又は「再エネルギー電力切替の旨」を記

載する。 

   資格申告書については、横浜市のウェブサイトにて作成するものとする。 

※２ 温室効果ガス排出量算定方法については限定しないが、取扱金融機関が提携、若し

くは公的機関が提供している算定ツールや診断サービスを使用し、算定した結果を示

す書類は、算定に使用したツールにより定められた様式を用いること。 

また、令和７年４月から９月に融資申込みをする方は、令和６年７月から 12 月分の

すべての算定結果を、令和７年 10 月から令和８年３月に融資申込みをする場合は、令

和 7年１月から６月分のすべての算定結果が記載されていること。 

Scope１とは「自社での燃料使用等による直接排出」、Scope２とは「他社から供給

された電気・ガス等の使用に伴う間接排出」を指す。 

※３ 「かながわ再エネ電力利用事業者認定証」は、認定日された月の属する年度を含む

３か年度以内のものを有効とする。 

保 証 制 度 本資金は協調支援型特別保証制度の対象である。 
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（別表１－３） 

小規模企業特別資金 

目 的 

金融環境変化の影響を受けやすい小規模企業者に対して、責任共有制度の対象除外とな

る保証制度によって、事業活動に必要な資金を原則として無担保で融資することで、安定

的な資金調達を維持し、もって小規模企業者の健全な経営および発展を図る。 

融 資 対 象 者 
中小企業信用保険法第２条第３項に定める小規模企業者であって、「小口零細企業保証

制度」の対象となるもの 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

融 資 額 

2,000万円以内 

ただし、既存の信用保証協会（横浜市以外の信用保証協会を含む。）の保証付き融資残

高との合計で 2,000万円以内の範囲内となる新規の保証に限る。 

融 資 期 間 
運転資金 10年以内 

設備資金 15年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

融 資 利 率 

 固定金利又は変動金利のうちから選択できる。 

 

 １ 固定金利 ：１年以内      年 1.6％以内 

１年超３年以内  年 2.0％以内 

３年超５年以内  年 2.2％以内 

５年超 10年以内  年 2.3％以内 

10年超 15年以内  年 2.4％以内 

 

 ２ 変動金利 ： 短期プライムレート＋0.4％以内 

担 保 原則として不要 

保 証 料 助 成 

0.1％助成 

 

【脱炭素割※１を適用する場合】0.3％助成＝上記の 0.1％＋0.2％ 

次の１及び２に該当し、かつ３又は４のいずれかを満たす融資対象者 

１ 融資期間が 10年以内のもの 

２ 横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施したもの 

 

３ 取扱金融機関等が提携又は公的機関が提供する算定ツール・診断サービスを使用

し、現状の温室効果ガス排出量の見える化を、融資申込月に対応する６か月分実施

したもの 

４ 「かながわ再エネ電力利用応援プロジェクト」を活用し、再エネ電力プランに切

り替えたもの 

 

【スタートアップ割※１を適用する場合】0.6％助成＝上記の 0.1％＋0.5％ 

 創業から５年以上 10年未満の会社で、かつ、次のいずれかの要件を満たすもの 
１ 市長が定める支援事業※２のいずれかを修了したもの 
２  Science Tokyo横浜ベンチャープラザに入居中であり、「横浜大学連携型起業家

育成施設入居・成長支援補助金交付要綱」に定める補助金の交付を受けている（又
は過去に交付を受けたことがある）もの 

３ 「横浜市スタートアップビザ」における確認証明書の発行を受けたもの 

４ 市保証協会が実施する「創業スクール」を修了したもの 

５ 株式会社日本政策金融公庫の「挑戦支援資本強化特別貸付（旧挑戦支援資本強化

特例制度）（新事業型に限る。）」を利用しているもの、又は本資金と当該融資制

度で協調融資を受けるもの 

 

※１ 【脱炭素割】と【スタートアップ割】の併用は不可とする。 

※２ 「市長が定める支援事業」について、市は指定する事業の一覧を横浜市ウェブ

サイトで公開する。  



- 11 - 
 

共通書類以外の

申 込 書 類 

申込書類 部数 備考 

 

【脱炭素割を適用する場合】 

１ 「脱炭素割」資格申告書（様式１

－（１））※１ 

２ 温室効果ガス排出量を算定※２した

結果を示す書類の写し、又は神奈川

県が交付する「かながわ再エネ電力

利用事業者認定証」※３（写） 

３ 「脱炭素取組宣言 確認書」

（写）、又は「脱炭素取組宣言 宣

言書」（写） 

 

１ 

 

１ 

 

 

 

１ 

※１ 融資の申込みに当たり作成す

る資格申告書に、「Scope１＆２の

温室効果ガス排出量」又は「再エ

ネルギー電力切替の旨」を記載す

る。 

資格申告書については、横浜市

ウェブサイト上にて作成するもの

とする。 

※２ 温室効果ガス排出量算定方法

については限定しないが、取扱金

融機関が提携、若しくは公的機関

が提供している算定ツールや診断

サービスを使用し、算定した結果

を示す書類は、算定に使用したツ

ールにより定められた様式を用い

ること。 

また、令和７年４月から９月に

融資申込みをする場合は、令和６

年７月から 12月分のすべての算定

結果を、令和７年 10月から令和８

年３月に融資申込みをする場合

は、令和７年１月から６月分のす

べての算定結果が記載されている

こと。 

Scope１とは「自社での燃料使用

等による直接排出」、Scope２とは

「他社から供給された電気・ガス

等の使用に伴う間接排出」を指

す。 

※３ 「かながわ再エネ電力利用事

業者認定証」は、認定された月の

属する年度を含む３か年度以内の

ものを有効とする。 

【スタートアップ割を適用する場合】 

（要件１～３に該当するもの） 

スタートアップおうえん資金・小規模

企業特別資金（スタートアップ割）認定

申請書兼認定書（様式２）※４ 

又は該当することが分かる書類 

 

 

（要件４に該当するもの） 

市保証協会が授与する創業スクール修了

証書※５（写） 

 

（要件５に該当するもの） 

株式会社日本政策金融公庫による融資

実行後の金銭消費貸借契約書※６（写） 

＜協調融資を受ける場合＞ 

中小企業事業で交付される借入申込承

諾書（写） 

又は国民生活事業で交付されるご融資

のお知らせ・借用証書（写） 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

※４ 予め経済局に提出し、認定書

の交付を受けること。なお、認定

書の有効期間は、認定の日から３

か月以内とする。 

 

 

※５ 創業スクール修了証書の有効

期限は、修了証書授与日から３年

以内とする。 

 

※６ 金銭消費貸借契約書の写し

は、当該融資の返済期間中のもの

を有効とする。 

保 証 制 度 本資金は小口零細企業保証制度の対象である。 
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（別表１－４） 

小規模企業資金繰り安定サポート資金 

目 的 

小規模企業者が事業に必要とする経常運転資金の一部について、短期継続融資の導入支

援として、定時償還を伴わない期日一括返済方式により融資することで、疑似資本的な安

定した資金調達を可能とし、もって小規模企業者が安心して事業継続できる環境を整備

し、小規模企業者の発展への取組を支援する。 

融 資 対 象 者 

中小企業信用保険法第２条第３項に定める小規模企業者であって、次の全ての要件に該

当するもの 

ただし、申込時点において、本資金及び信用保証協会（横浜市以外の信用保証協会を含

む。）の短期継続保証の保証付き借入金を利用しているものは除く。 

１ １期以上の決算（確定申告）を行っているもの 

２ 既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っていないもの 

３ 次の財務要件のいずれかを満たすもの 

(1) 法人であって、直近決算で債務超過でなく、経常利益を計上しているもの 

 (2) 個人事業主であって、直近の確定申告における申告所得額が 200万円以上のもの 

資 金 使 途 

運転資金 

ただし、信用保証協会（横浜市以外の信用保証協会を含む。）の短期継続保証制度の保

証付き既往借入金を借り換える場合の返済資金に充てることはできない。 

融 資 額 

100万円以上 2,000万円以内 

ただし、直近決算における平均月商の２倍以内とする。 

また、１申込人につき１口とする。 

融 資 期 間 運転資金 １年以内（一括返済） 

融 資 利 率  金融機関所定利率 

担 保 必要に応じて徴する。 

保 証 料 助 成 助成なし 

共通書類以外の

申 込 書 類 

短期継続保証（けいぞく）申込人資格要件確認書兼モニタリング報告書

【協会様式】 

部数 

１ 

 

 

更 新 

融資対象者は、融資対象者要件の１から３の全てに該当し、かつ金融機関による中小企

業者の業況把握に係るモニタリングを受けることで、本資金を返済期日到来時に更新でき

る。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は、更新することができない。 

(1) 第４条第３項に定めるもの 

(2) 申込人に対する金融機関の債権又は市保証協会の保証付き借入金について、延滞若

しくは事故報告書の提出事由に該当している場合 

(3) 融資対象者要件３の財務要件を２期連続で満たさないもの 

(4) 経営状況の著しい悪化等により、取扱金融機関又は市保証協会が更新について適当

でないと判断した場合 

 

更新をするものは、原則として更新により返済する既往借入金の返済期日の 14日前まで

に本資金の申込みの手続を行う。 

初回更新時及び２回目の更新時においては、融資対象者要件３の財務要件を満たす必要

なく、金融機関によるモニタリングのみで更新できる。 

本資金の利用者が、従業員数の増加等により小規模企業者ではなくなった場合について

も、返済期日まで本資金を継続して利用できる。 
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金 融 機 関 の 

責務及び報告 

取扱金融機関は本資金の融資実行後、継続的に中小企業者の業況把握に努めるととも

に、前条で定める本資金の更新の申込みがある場合は、更新時までに中小企業者の業況把

握に係るモニタリングを実施しなければならない。 

取扱金融機関は、前号に定めるモニタリング実施後、短期継続保証（けいぞく）申込人

資格要件確認書（兼モニタリング報告書）【協会様式】を市保証協会会長に提出しなけれ

ばならない。 

取扱金融機関は、中小企業者の業況を踏まえ、市保証協会と連携し、必要に応じて、中

小企業者に対し経営支援を行う。 

保 証 制 度 本資金は市保証協会の短期継続保証制度の対象である。 
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（別表１－５） 

脱炭素よこはま資金 

目 的 
温室効果ガス排出量の削減に取り組む事業者の資金調達を支援し、事業者の脱炭素経営

による経営基盤の安定・強化や持続的な成長・発展につなげる。 

融 資 対 象 者 

横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施し、かつ、次のいずれかに該当する中小企業者 

１ 温室効果ガス排出量削減目標を定め、第三者機関の認証等※を得た事業計画に従

い、温室効果ガス排出量の削減に取り組む中小企業者 

２ 脱炭素分野での「横浜市次世代重点分野立地促進助成」の交付決定を受けたもの 

 

※ 第三者機関の認証等の例：（記載したものに限定する訳ではない。） 

横浜市へ地球温暖化対策計画を提出したもの 

エコアクション 21、エコステージ、中小企業版 SBT 又はグリーン経営認証を取得

したもの 

脱炭素化を支援する金融機関提携サービス等、専門家のコンサルタントを受けな

がら、具体的な温室効果ガス排出量削減計画を策定したもの 等 

資 金 使 途 
運転資金及び設備資金 

融資対象者１については、当該事業計画の実施に必要な事業資金に限る 

融 資 額  ２億 8,000万円以内（協同組合等は４億 8,000万円以内） 

融 資 利 率 

１年以内      年 1.3％以内 

１年超３年以内   年 1.6％以内 

３年超５年以内   年 1.8％以内 

 ５年超 10年以内  年 2.0％以内 

10年超 15年以内  年 2.2％以内 

15年超 20年以内   年 2.4％以内 

融 資 期 間 
運転資金  ７年以内 

設備資金  20年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

担 保 必要に応じて徴する。 

保 証 料 助 成  0.5％助成（融資額 5,000万円まで） 

共通書類以外の

申 込 書 類 

融資対象者１ 

１ 脱炭素よこはま資金資格申告書（様式１－（２））※１ 

２ 横浜市へ地球温暖化対策計画を提出したことがわかる書類※２（写）、又

は第三者機関の認証等を得たことがわかる書類※３（写） 

３ 横浜市に提出した地球温暖化対策計画書※２（写）、又は第三者機関の認

証等を受けた事業計画書※３（写） 

４ 「脱炭素取組宣言 確認書」（写）、又は「脱炭素取組宣言 宣言書」

（写） 

部数 

１ 

１ 

 

１ 

 

１ 
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融資対象者２ 

交付決定兼確定通知書（写）※４ 

 

（令和５年度助成金の交付決定を受けている場合） 

脱炭素分野での助成金だと分かる書類（令和５年度「横浜市次世代重点・成

長分野立地促進助成金」の交付決定を受けた企業の一覧が記載されている記者

発表資料（写）等） 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

備 考 

※１ 融資対象者は、融資の申込みにあたり作成する資格申告書に、「温室効果ガス排出

量削減目標」を記載する。 

※２ 提出した月の属する年度を含む３か年度以内のものを有効とする。 

※３ 認証等について認証期間の定めがあるものについては認証期間中のもの、定めのな

いものについては、認証等された月の属する年度を含む３か年度以内のものを有効と

する。また、融資実行後、横浜市が融資対象者に対し、事業計画書に記載された温室

効果ガス排出量削減目標の達成状況について、報告を求める場合がある。 

※４ 交付決定等の月の属する年度を含む３か年度以内のものを有効とする。 

   なお、令和５年度については、脱炭素分野での「横浜市次世代重点・成長分野立地

促進助成金」の交付決定を受けたものとする。 
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（別表１－６） 

脱炭素よこはま資金ミニ 

目 的 
温室効果ガス削減や省エネにつながる設備投資を行う事業者の資金調達を支援し、事業者

の脱炭素化への対応を促進する。 

融資対象者 

横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施し、かつ、次のいずれかに該当する中小企業者 

１ カーボンニュートラル設備投資助成事業の申請中若しくは交付の決定を受けたもの、

又は令和５年度以降にグリーンリカバリー設備投資助成金の交付を受けたもの 

２ （公財）横浜企業経営支援財団が実施する「技術相談（環境技術・省エネルギー）」

による支援を受け、設備投資を実施するもの、又は実施したもの 

３ 温室効果ガス排出量削減に資する設備投資※を実施するもの、又は実施したもの 

 

※ 資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト」で、「省エネ基準達成率100％以上」と表

示されている設備に限る。 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

融 資 額  5,000万円以内 

融 資 利 率 

１年以内     年 1.6％以内 

１年超３年以内  年 1.8％以内 

３年超５年以内  年 2.0％以内 

５年超 10年以内  年 2.2％以内 

10年超 15年以内  年 2.4％以内 

15年超 20年以内  年 2.6％以内 

融 資 期 間 
運転資金 10年以内 

設備資金  20年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

担 保 必要に応じて徴する。 

保証料助成  0.5％助成（融資額 2,000万円まで） 

共通書類以外

の申込書類 

申込書類 部数 備考 

融資対象者１ 

「脱炭素取組宣言 確認書」（写）、又は「脱炭素

取組宣言 宣言書」（写） 

 

【申請中の場合】 

１ 助成金の申込書（写）、又は交付申請書（写） 

２ 申請受付メール（写）※ 

 

【交付の決定を受けている場合】 

 助成金の交付に係る通知書（写） 

 

１ 

 

 

 

１ 

１ 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

※ 申込番号、又は申請受

付番号が記載されている

ものに限る。 
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融資対象者２ 

１ 脱炭素よこはま資金ミニ（省エネルギー相談）

支援確認申請書兼支援確認書（様式４）※1 

 ２ 設備投資計画書（任意様式）※２ 

３ 「脱炭素取組宣言 確認書」（写）、又は「脱

炭素取組宣言 宣言書」（写） 

 

１ 

 

 

１ 

１ 

※１ 予め（公財）横浜企

業経営支援財団に提出

し、支援確認書の交付

を受けること。なお、

融資の申込期間は、技

術相談を受けた月の属

する年度を含む３か年

度以内とする。 

※２ 設備投資計画書の記

載内容には、設備投資

の内容及び設備投資に

よる省エネルギー効果

を含むこと。 

融資対象者３ 

 １ 排出量削減効果の根拠が分かる書類（導入設備

が掲載された資源エネルギー庁「省エネ型製品情

報サイト」の画面写し等） 

２ 「脱炭素取組宣言 確認書」（写）、又は「脱

炭素取組宣言 宣言書」（写） 
 

 【すでに設備投資をしている場合】 

 導入した設備の納品書（写）※ 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 融資の申込期間は、設

備を導入した月の属する

年度を含む３か年度以内

とする。 

備 考 

融資対象者は、融資実行後に「融資対象者」の要件に該当した設備の導入を中止した場合、

借入金を繰上返済しなければならない。 

融資実行後、横浜市が融資対象者に対し、「融資対象者」の要件に該当した設備投資につい

て、「設備投資の結果、温室効果ガス排出量削減や省エネにどのような効果があったか」に

ついて、報告を求める場合がある。 
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（別表１－７） 

SDGsよこはま資金 

目 的 
国際連合で採択された、持続可能な開発目標である SDGs の達成に向けた取組等を実施

する中小企業の成長、発展を支援する。 

融資対象者等 本表下部、要件ごとの項目を参照 

融 資 額 SDGsよこはま資金全体で２億 8,000万円以内（協同組合等は４億 8,000万円以内） 

融 資 期 間 
運転資金 10年以内 

設備資金  20年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

融 資 利 率 

１年以内     年 1.3％以内 

１年超３年以内  年 1.6％以内 

３年超５年以内  年 1.8％以内 

５年超 10年以内  年 2.0％以内 

10年超 15年以内  年 2.2％以内 

15年超 20年以内  年 2.4％以内 

担 保 必要に応じて徴する。 

保 証 料 助 成 
0.25％助成（融資額 5,000万円まで） 

ただし、認証等 融資対象者４については全額助成（融資額 5,000万円まで） 

融 資 対 象 者 

次のいずれかに該当する中小企業者 

【認証等】 

１ 「横浜市 SDGs 認証制度“Y-SDGs”」において標準（Standard）、上位

（Superior）又は最上位（Supreme）の認証を受けたもの 

２ （公財）横浜企業経営支援財団が実施する「横浜型地域貢献企業」の認定を受け

たもの 

３ （公財）横浜企業経営支援財団が実施する「横浜知財みらい企業」の認定を受け

たもの 

４ 「横浜グランドスラム企業表彰」を受けたもの 
５ 「パートナーシップ構築宣言」を宣言し、公開しているもの 
６ 「中小企業新技術・新製品開発促進助成金」の交付の決定を受けたもの 
７ 「販路開拓支援事業」の認定を受けたもの 

 

 【職場環境向上等】 

  ８ 市内において、従業員の就労環境向上のための設備投資を行うもの 

９ 「よこはまグッドバランス企業（旧よこはまグッドバランス賞）」に認定されて

いるもの※ 

10 「横浜健康経営認証」において、クラス AA又はクラス AAAに認証されているも

の※ 

11 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成 27年９月４日法律第

64号）」に基づき、一般事業主行動計画を策定し、届出を行ったもの 

12 横浜市民である 30歳以上の女性を雇用してから１年以内であるもの 

13 中小企業庁が認定する経営革新等支援機関の協力を得て生産性向上に取り組むも

の 

14 市保証協会によるデジタル化のための提案を受け、設備導入等に取り組むもの 
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資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

共 通 書 類 

以 外 の 

申 込 書 類 

申込書類 部数 備考 

融資対象者１ 

Y-SDGs認証通知書（写）又は Webペー

ジ画面（写）等、認証事業者であるこ

とがわかる書類※ 

 

１ 
 

※ 認証期間の定めがあるものについ

ては認証期間中のものを有効とす

る。 

融資対象者２・３ 

認定書（写）又は Web ページ画面

（写）等、認定企業であることがわか

る書類※ 

 

１ 
 

※ 認証期間の定めがあるものについ

ては認証期間中のものを有効とす

る。 

融資対象者４ 

横浜グランドスラム企業表彰状（写）

又は Web ページ画面（写）等、横浜グ

ランドスラム企業であることがわかる

書類※ 

 

１  

※ 表彰を受けた月の属する年度を含

む３か年度以内のものを有効とす

る。 

融資対象者５ 

現在公開中であることと事業者名が確

認できる「パートナーシップ構築宣

言」ポータルサイト画面等（写） 

 

１ 
 

融資対象者６・７ 

交付決定通知書（写）等※ 

 

１ 
 

※ 交付決定等の月の属する年度を含

む３か年度以内のものを有効とする。 

融資対象者８ 

設備投資計画書（任意様式）※ 

 

 

１ 

 

※ 設備投資計画書の記載内容には、

設備投資の内容及び就労環境向上に資

する効果を含めること。 

 融資対象者９ 

認定書（写）又は Web ページ画面

（写）等、横浜グッドバランス企業で

あることがわかる書類※ 

 

１ 
 

※ 認定期間の定めがあるものについ

ては認定期間中のものを有効とす

る。 

 融資対象者 10 

横浜健康経営認証 認証通知書（写）又

は Web ページ画面（写）等、認証を受

けた事業所であることがわかる書類※ 

１ 

 

※ 認証期間の定めがあるものについ

ては認証期間中のものを有効とす

る。 

 融資対象者 11 

 厚生労働省の受理印が捺印された届出

書（写）※ 

１ 

 

※ 受理された月の属する年度を含む

３か年度以内のものを有効とす

る。 

 融資対象者 12 

 １ 被雇用者に係る健康保険・厚生年

金保険資格取得確認通知書（写）※ 

 ２ 被雇用者に係る雇用保険被保険者

資格取得確認通知書（写）※ 

１ 

 

１ 

 

※ 個人情報保護の観点から対象確認

に要する部分以外を黒塗りとさせ、

提出させることとする。 

※ どちらか直近の資格取得日にて

確認することとする。 
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 融資対象者 13 

１ 事業計画書（任意様式）※ 

２ 認定経営革新等支援機関が確認で

きる Webページ画面（写） 等 

１ 

１ 

 

※ 事業計画書の記載内容には次の内

容を含めること。 

 (1) 設備導入等の取組みの概要 

 (2) 資金計画の概要 

(3) 設備導入等の取組み後の収益

予測 

(4) 協力を得た認定経営革新等支

援機関名 
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（別表１－８） 

スタートアップおうえん資金 

目 的 

創業から一定期間を経過していないスタートアップに対する事業資金供給の円滑化を図

るとともに、経営者保証を不要とすることで、スタートアップ創業を促し、また スタート

アップの積極的な事業展開を推進する。 

融 資 対 象 者 

次の１～５のいずれかに該当し、かつ６～10 のいずれかに該当するスタートアップ創業

者及びスタートアップである中小企業者。 

 ただし、申込時点において税務申告１期未終了のスタートアップ創業者にあっては創業

資金総額の１/10以上の自己資金を有していること。 

 

１ 事業を営んでいない個人※が２か月以内（産業競争力強化法第２条第 31 項第３号に

規定する認定特定創業支援等事業（以下「認定特定創業支援等事業」という。）によ

り支援を受けて創業を行おうとするものにあっては、６か月以内）に市内で新たに会

社を設立※し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの 

２ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始※したものであって新たに会社を設立し

たものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であっ

て、個人として新たに事業を開始した日※以後５年を経過していないもの 

３ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日※以後

５年を経過していないもの 

４ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつ

つ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事

業を開始する具体的計画を有するもの 

５ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつ

つ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後５年を経過していないもの 

 

６ 市区町村が実施する「認定特定創業支援等事業」を修了したもの 

７ 市長が定める支援事業※のいずれかを修了したもの 

８ Science Tokyo横浜ベンチャープラザに入居中であり、「横浜市大学連携型起業家育

成施設入居・成長支援補助金交付要綱」に定める補助金の交付を受けている（又は過

去に交付を受けたことがある）もの 

９ 「横浜市スタートアップビザ」における確認証明書の発行を受けたもの 

10 市保証協会が実施する「創業スクール」を修了したもの 

11 株式会社日本政策金公庫の「挑戦支援資本強化特別貸付（旧挑戦支援資本強化特例

制度）（新事業型に限る。）」を利用している、又は本資金と当該融資制度で協調融

資を受けるもの 

 

※ 「備考」を参照 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

融 資 額  3,500 万円以内 

融 資 期 間 
運転資金  10年以内 

設備資金  10年以内 

据 置 期 間 

12か月以内 

ただし、申込金融機関において本資金と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証

申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を 36か月以内とする。 

融 資 利 率 年 1.9％以内 

担 保 不要 
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連 帯 保 証 人 不要 

保 証 料 助 成  全額助成 

共通書類以外の

申 込 書 類 

申込書類 部数 備考 

融資対象者６ 

１ 創業計画書（スタートアップ創出促進保

証制度用）【協会様式】 

２ 市区町村が発行する「認定特定創業支援

等事業により支援を受けたことの証明書」

（写） 

 

１ 

 

１ 

 

融資対象者７～９に該当するもの 

１ 創業計画書（スタートアップ創出促進保

証制度用）【協会様式】 

２ 認定申請書兼認定書（スタートアップお

うえん資金・小規模企業特別資金（スター

トアップ割）用）（様式２）※ 又は該当

することが分かる書類 

 

１ 

 

１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 様式２は、予め経済局に提出

し、認定書の交付を受けるこ

と。なお、認定書の有効期間

は、認定の日から３か月以内と

する。 

融資対象者 10に該当するもの 

１ 創業計画書（スタートアップ創出促進保

証制度用）【協会様式】 

２ 市保証協会が授与する創業スクール修了

証書（写）※ 

 

１ 

 

１ 

 

 

 

 

※ 創業スクール修了証書の有効

期限は、修了証書授与日から３年

以内とする。 

融資対象者 11に該当するもの 

１ 創業計画書（スタートアップ創出促進保

証制度用）【協会様式】 

２ 株式会社日本政策金融公庫による融資実

行後の金銭消費貸借契約書（写）※ 

 ＜協調融資を受ける場合＞ 

  中小企業事業で交付される「借入申込承

諾書」（写）又は 

  国民生活事業で交付される「ご融資のお

知らせ・借用証書」（写） 

 

１ 

 

１ 

 

 

１ 

 

 

 

 

 

※ 金銭消費貸借契約書（写）

は、当該融資の返済期間中の

ものを有効とする。 

取扱金融機関の

責務及び報告 

取扱金融機関は、スタートアップ創業者に対して、融資実行後、創業者が会社を設立し

て原則３年目及び５年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関する

チェックを受けるよう促し、スタートアップ創業者より「ガバナンス体制の整備に関する

チェックシート（スタートアップ創出促進保証制度用）【協会様式】」（以下「ガバナン

スチェックシート」という。）の提出を受ける。 

取扱金融機関は、スタートアップ創業者がガバナンス体制の整備に関するチェックを受

けた月の翌月以降に到来する４月又は 10月のいずれか早い月に、ガバナンスチェックシー

トの写しを市保証協会に提出する。 

なお、取扱金融機関が提出しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時に

その理由を記載した書面を市保証協会に提出する。 
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備 考 

１ 「事業を営んでいない個人」とは、「既に事業を行っているもの」及び「既にある法

人の代表者」ではないことをいう。 

２ 「新たに会社を設立」とは、会社法の株式会社、合名会社（士業法人（弁理士法人、

税理士法人、弁護士法人、司法書士法人、土地家屋調査士法人、社会保険労務士法人、

監査法人、行政書士法人）を含む。）、合資会社又は合同会社を新規設立（代表権取得

（法人の買い取りを含む）による事業開始は不可）することをいう。 

また、許認可等が必要な事業を開始する場合は、融資申込時にその許認可等を受けて

いるか、又は受けることが確実に見込まれることとする。 

３ 「新たに事業を開始」とは、新規に個人で事業を開始することをいう。 

また、許認可等が必要な事業を開始する場合は、融資申込時にその許認可等を受けて

いるか、又は受けることが確実に見込まれることとする。 

４ 「事業を開始した日」は、原則として開業届により確認する。 

５ 「設立の日」は、履歴事項全部証明書により確認する。 

６ 「市長が定める支援事業」について、市は指定する事業の一覧をウェブサイトで公開

する。 

保 証 制 度  本資金はスタートアップ創出促進保証制度の対象である。 
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（別表１－９） 

創業おうえん資金 

目 的 
市内での創業にあたり事業開始初期に必要とする資金を原則として無担保で融資し、も

って創業者の健全な発展を図る。 

創業おうえん資金 

 

融資対象者 

次のいずれかに該当する創業者 

１ 事業を営んでいない個人※が１か月以内（産業競争力強化法第２条第 31項第１号に

規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとするものにあっ

ては、６か月以内）に市内で新たに事業を開始※する具体的計画を有するもの 

２ 事業を営んでいない個人が２か月以内（産業競争力強化法第２条第 31 項第３号に

規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとするものにあっ

ては、６か月以内）に市内で新たに会社を設立※し、当該会社が事業を開始する具体

的な計画を有するもの 

３ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日※以後５年を経過していないも

の 

４ 融資対象者３に定めるものであって新たに会社を設立したものが、事業の譲渡によ

り事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、個人として新たに事業

を開始した日以後５年を経過していないもの 

５ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日※以

後５年を経過していないもの 

 ６ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつ

つ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事

業を開始する具体的計画を有するもの 

 ７ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつ

つ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後５年を経過していないもの 

 

※ （別表１－８）スタートアップおうえん資金に準ずる。同表「備考」を参照 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

融 資 額 3,500 万円以内 

融 資 期 間 
 運転資金 10年以内 

設備資金 10年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

融 資 利 率 年 2.3％以内 

担 保 原則として不要 

保証料助成 0.1％助成 

共 通 書 類 

以 外 の 

申 込 書 類 

 

１ 創業・再挑戦計画書（創業関連保証・再挑戦支援保証用）【協会様式】 

２ 融資対象者１又は２の該当する者のみ 

市区町村が発行する「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの

証明書」（写） 

部数 

１ 

１ 

 

 



- 25 - 
 

保 証 制 度 本資金のうち、融資対象者１及び２は創業関連保証制度の対象である。 

創業おうえん資金（経営者保証不要特別） 

 

融資対象者 

次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者。 

ただし、申込時点において税務申告１期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10

以上の自己資金を有していること。 

 

１ 事業を営んでいない個人※が２か月以内（産業競争力強化法第２条第 31項第３号に

規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとするものにあっ

ては、６か月以内）に市内で新たに会社を設立※し、当該会社が事業を開始する具体

的な計画を有するもの 

２ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始※したものであって新たに会社を設立

したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であ

って、個人として新たに事業を開始した日※以後５年を経過していないもの 

３ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日※以

後５年を経過していないもの 

４ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつ

つ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事

業を開始する具体的計画を有するもの 

５ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつ

つ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後５年を経過していないもの 

 

※ （別表１－８）スタートアップおうえん資金に準ずる。同表「備考」を参照 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

融 資 額 3,500 万円以内 

融 資 期 間 
運転資金 10年以内 

設備資金 10年以内 

据 置 期 間 

12か月以内 

ただし、申込金融機関において本資金と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証

申込時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を 36か月以内とする。 

融 資 利 率 年 2.3％以内 

担 保 不要 

連帯保証人 不要 

保証料助成 0.1％助成 

共 通 書 類 

以 外 の 

申 込 書 類 

 

１ 創業計画書（スタートアップ創出促進保証制度用）【協会様式】 

２ 融資対象者１の該当する者のみ 

市区町村が発行する「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの

証明書」（写） 

部数 

１ 

１ 
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取扱金融機

関 の 責 務 

及 び 報 告 

取扱金融機関は、創業者に対して、融資実行後、創業者が会社を設立して原則３年目及

び５年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受け

るよう促し、創業者より「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート【協会様式】」

（以下「ガバナンスチェックシート」という。）の提出を受ける。 

取扱金融機関は、創業者がガバナンス体制の整備に関するチェックを受けた月の翌月以

降に到来する４月又は 10月のいずれか早い月に、ガバナンスチェックシートの写しを市

保証協会に提出する。 

なお、取扱金融機関が提出しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時に

その理由を記載した書面を市保証協会に提出する。 

保 証 制 度 本資金はスタートアップ創出促進保証制度の対象である。 

創業おうえん資金（再挑戦） 

 

融資対象者 

過去に行っていた事業の廃止の日又は解散の日から５年を経過していないもので、次の

いずれかに該当する創業者 

１ 事業を営んでいない個人※が１か月以内（認定特定創業支援等事業により支援を受

けて創業を行おうとするものにあっては、６か月以内）に市内で新たに事業を開始※

する具体的計画を有するもののうち、次のいずれかに該当するもの 

(1) 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有す

るもの 

(2) 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の

業務を執行する役員であったもの 

２ 事業を営んでいない個人が２か月以内（認定特定創業支援等事業により支援を受け

て創業を行おうとするものにあっては、６か月以内）に市内で新たに会社を設立※

し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有するもののうち、次のいずれかに該

当するもの 

(1) 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有す

るもの 

(2) 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の

業務を執行する役員であったもの 

３ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日※以後５年を経過していないも

ののうち、次のいずれかに該当するもの 

(1) 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有す

るもの 

(2) 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の

業務を執行する役員であったもの 

４ 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した後、同一事業で新たに会社を設立

したもので、かつ、新たに事業を開始した日以後５年を経過していないもののうち、

次のいずれかに該当するもの 

(1) 当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化

により廃止した経験を有するもの 

(2) 当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解

散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの 

５ 事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日※以

降５年を経過していないもののうち、次のいずれかに該当するもの 

(1) 当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化

により廃止した経験を有するもの 

(2) 当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解

散の日において当該会社の業務を執行する役員であったもの 

 

※ （別表１－８）スタートアップおうえん資金に準ずる。同表「備考」を参照 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 
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融 資 額 3,500万円以内 

融 資 期 間 
運転資金 10年以内 

設備資金 10年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

 

融 資 利 率 

固定金利又は変動金利のうちから選択できるものとする。 

 １ 固定金利 ： ３年以内     年 2.4％以内 

           ３年超５年以内  年 2.6％以内 

           ５年超 10年以内  年 2.8％以内 

２ 変動金利 ： 短期プライムレート＋0.7％以内 

担 保  原則として不要。 

保証料助成  0.08％助成 

共 通 書 類 

以 外 の 

申 込 書 類 

 

１ 創業・再挑戦計画書（創業関連保証・再挑戦支援保証用）【協会様式】 

２ 資格要件申告書【協会様式】 

３ 融資対象者１又は２の該当する者のみ 

市区町村が発行する「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの

証明書」（写） 

部数 

１ 

１ 

１ 

 

 

保 証 制 度 本資金は再挑戦支援保証制度の対象である。  
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（別表１－10） 

事業承継資金 

目 的 
中小企業者が将来にわたってその活力を維持するため、円滑な事業承継を行うことで事

業価値を次世代へと引き継ぎ、事業活動の活性化を支援する。 

事業承継資金 

 

融資対象者 

次のいずれかに該当する中小企業者（３については中小企業者の代表者を含む。） 

１ 事業継続が困難な被後継者※から事業用資産等の譲渡を受け、当該事業を承継しよ

うとする後継者※であるもの 

２ 後継者による経営権の集約を目的として、持株会社が事業会社※の株式を集約化し

ようとするもの 

３ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20年法律第 33号）に基

づく認定を受けているもので経営承継関連保証制度の対象であるもの又は同認定を受

けている中小企業者の代表者で特定経営承継関連保証制度の対象であるもの 

４ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20年法律第 33号）に基

づく認定を受けているもので、経営承継準備関連保証制度の対象であるもの 

５ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20年法律第 33号）に基

づく認定を受けているもので、特定経営承継準備関連保証制度の対象であるもの 

６ 認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業承継を 10 年以内に行う事業承継計画

を策定し、計画を実行するもの 

７ 後継者が被後継者から事業を引き継いで３年未満のもの 

 

※ 「備考」を参照 

資 金 使 途 

融資対象者１    ：事業承継に伴い必要な設備資金（付随する運転資金を含む。） 

融資対象者２    ：持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総

数の３分の２以上を一括で取得する設備資金 

融資対象者３～５  ：対象となる保証制度の定めによる 
融資対象者６    ：事業承継計画の実施に必要な運転資金及び設備資金 

融資対象者７    ：運転資金及び設備資金 

融 資 額 ２億 8,000万円以内 

融 資 期 間 
運転資金  10年以内 

設備資金  15年以内 

据 置 期 間 
12か月以内 

ただし、融資対象者２は 18か月以内 

融 資 利 率 取扱金融機関の所定利率 

担 保 必要に応じて徴する。 

連帯保証人 

融資対象者１、３、６及び７については、個人事業主の場合は原則不要とし、法人の場
合は必要に応じて求める。ただし、代表者以外の連帯保証人は原則不要。 
なお、融資対象者３のうち、特定経営承継関連保証に該当する場合は、認定中小企業者

以外の連帯保証人は原則不要。 
融資対象者２については、持株会社、事業会社の代表者（実質経営者を含む）及び事業

会社以外の連帯保証人は原則不要。 
融資対象者４については、法人の代表者又は他の中小企業者※（会社に限る）以外の連

帯保証人は原則不要。 
融資対象者５については、他の中小企業者※（会社に限る）以外の連帯保証人は原則不

要。 

 

※ 「備考」を参照 
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保証料助成 0.25％助成 

共 通 書 類 

以 外 の 

申 込 書 類 

【融資対象者１】 

営業譲渡契約書（写）等、事業用資産等の譲渡にかかる疎明書類 

部数 

１ 

【融資対象者２】 

１ 事業承継計画書（任意様式）※ 

２ 税理士が作成した株式評価算定書（任意様式） 

 ３ 持株会社及び事業会社の株主名簿 

４ 事業会社の直近２期分の確定申告書の写し、商業登記簿謄本、定款の写し

及び印鑑証明書 

 

※ 「事業承継計画書」を参照 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

 

【融資対象者３～５】 

１ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則（平成21年省

令第 22号）の規定による認定書（申請書の写しを含む。） 

２ 認定申請の提出書類（写） 

 

１ 

 

１ 

【融資対象者６】 

事業承継計画書（任意様式）※ 

 

※ 「事業承継計画書」を参照 

 

１ 

【融資対象者７】 

営業譲渡契約書（写）等、事業用資産等の譲渡にかかる疎明書類 

 

１ 

事 業 承 継 

計 画 書 

融資対象者は、融資の申込みにあたり作成する任意の事業承継計画書に、それぞれ以下

の内容を記載する。 

１ 融資対象者２ 

(1) 事業承継の類型 

(2) 持株会社及び事業会社の概要 

(3) 持株会社の株主構成・出資比率 

(4) 事業会社の計画実施前、実施後の株主構成・出資比率 

(5) 持株会社及び事業会社の収支計画 

(6) 事業承継を行う背景・理由 

(7) 事業会社の株式評価 

(8) 資金調達方法 

２ 融資対象者６ 

支援を受けた認定経営革新等支援機関名 

取扱金融機

関 の 責 務 

及 び 報 告 

融資対象者２について、取扱金融機関は、融資実行後に資金使途の確認資料として速や

かに以下の書類を徴求し、当該融資が完済になるまで保管し、市保証協会から求めがあっ

た際には原本又は写しを提出する。 

(1) 株式譲渡契約書の写し 

(2) 設備資金の使途疎明資料 

(3) 事業承継実施後の事業会社の株主名簿の写し 

事 前 相 談 
融資対象者２について、取扱金融機関は、申込人が本資金の融資対象に該当すること等

を確認の上、市保証協会へ事前相談を行う。 
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備 考 

１ 「事業を承継しようとする後継者」とは、事業継続が困難な事業者から事業の全部又

は一部の譲渡を受け、市内において当該事業を承継するものをいう。 

２ 「事業会社」とは、事業活動を継続して行っていて、事業承継の時期を迎えている

が、自社株式の保有者が分散している又は自社株式の評価が高額になっている等、事業

承継計画の実施を必要としている会社をいう。 

３ 「持株会社」とは、事業承継計画に基づき、事業会社の株式を取得することにより、

事業会社の事業活動を支配することを目的として設立された会社をいい、以下の全ての

要件を満たす持株会社をいう。 

(1) 事業承継計画に基づき、事業会社の株式を取得することを目的として設立された持

株会社である。 

(2) 持株会社の発行済議決権株式総数の３分の２以上を後継者が保有している。 

(3) 事業会社が中小企業信用保険法施行令第１条第１項に規定する業種に属する事業を

っている。 

なお、事業会社が保証対象外業種を兼業している場合は対象外。  

４ 「他の中小企業者」とは、本資金の申込みを行う中小企業者（後継者）が、本資金を

用いて事業を引き継ごうとする対象となる中小企業者をいう。 

保 証 制 度 

融資対象者３は経営承継関連保証制度又は特定経営承継関連保証制度、融資対象者４は

経営承継準備関連保証制度、融資対象者５は特定経営承継準備関連保証制度の対象であ

る。 

事業承継資金（経営者保証不要特別） 

 

融資対象者 

次の１、２、３又は４に該当し、かつ５に該当する会社である中小企業者。 

ただし、融資対象者１、２については、本資金（経営者保証不要特別）を既に利用して

いるものは、上記の要件に該当することに加え、本資金（経営者保証不要特別）1 回目の

保証日から３年以内に申込を行うものに限る。 

１ 事業承継を保証申込受付日から３年以内に行う事業承継計画を有する法人 

 ２ 令和２年１月１日から令和７年３月 31 日までに事業承継を行った法人で事業承継

日から３年を経過していないもの 

３ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20年法律第 33号）に基

づく認定を受けているもので、経営承継借換関連保証制度の対象であるもの 

４ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律（平成 20年法律第 33号）に基

づく認定を受けているもので、経営承継準備関連保証制度の対象であるもの 

５ 次の(1)から(4)に定める全ての要件を満たすもの。なお、以下の(1)から(3)の要件

は直近決算によるものとし、(4)の要件は申込日（注）に満たしていることを要す

る。 

(1) 資産超過であるもの 

(2) EBITDA有利子負債倍率が 10倍以内であるもの 

(3) 法人と経営者の資産及び経理の分離がなされており、かつ法人と経営者の間の資

金のやりとり（役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等）が社会通念上適切な

範囲を超えていないもの 

(4) 既往借入金の全部又は一部について返済条件の緩和を行っていないもの 

 

（注）：申込日が、中小企業信用保険法（昭和 25年法律第 264号）第２条第６項の規定

に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中

小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に

係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。 

申 込 

金 融 機 関 
申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。 
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資 金 使 途 

事業承継計画の実施に必要な資金。 

ただし、融資対象１については、個人保証付きではない既往借入金の返済資金を除く。 

融資対象２については、事業承継前における個人保証付き既往借入金（プロパー資金を

含む）の借換資金に限る。 

融資対象３については、当該認定の日から経営の承継の日までの間における借換資金

（プロパー資金を含む個人保証付き既往借入金の返済資金に限る。）に限る。 

融 資 額 ２億 8,000万円以内 

融 資 期 間 
 運転資金 10年以内 

設備資金 10年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

融 資 利 率 取扱金融機関の所定利率 

担 保 必要に応じて徴する。 

連帯保証人 不要 

保証料助成 0.25％助成 

共 通 書 類 

以 外 の 

申 込 書 類 

融資対象者１・２ 

１ 事業承継計画書（事業承継特別保証制度用）【協会様式】 

２ 財務要件等確認書（事業承継特別保証制度用）【協会様式】 

 

【個人保証付き既往借入金を借り換える場合】 

３ 借換債務等確認書（事業承継特別保証制度用）【協会様式】 

４ 他行借換依頼書兼確認書（事業承継特別保証制度用）【協会様式】 

（他行からの借入金を含む場合） 

部数 

１ 

１ 

 

 

１ 

１ 

 

融資対象者３ 

１ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則（平成21年省

令第 22号）の規定による認定書（申請書の写しを含む。） 

２ 認定申請の提出書類 

３ 財務要件等確認書（経営承継準備関連保証（保証人非徴求の特例）・経営

承継借換関連保証用）【協会様式】 

４ 借換債務等確認書（経営承継借換関連保証制度用）【協会様式】 

５ 他行借換依頼書兼確認書（経営承継借換関連保証制度用）【協会様式】 

  （他行からの借入金を含む場合） 

 

【個人保証付き既往借入金を借り換える場合】 

１ 借換債務等確認書【協会様式】 

２ 他行借換依頼書兼確認書【協会様式】（他行からの借入金を含む場合） 

 

１ 

 

１ 

１ 

 

１ 

１ 

 

 

 

１ 

１ 

融資対象者４ 

１ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則（平成21年省

令第 22号）の規定による認定書（申請書の写しを含む。） 

２ 認定申請の提出書類 

３ 財務要件等確認書（経営承継準備関連保証（保証人非徴求の特例）・経営

承継借換関連保証用）【協会様式】 

 

１ 

 

１ 

１ 
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【融資対象者１～３について、専門家※から事業承継計画や経営者保証を不要

とする要件等の確認を受けた場合】 

ガバナンス体制の整備に関するチェックシートの写し 

 

※ 中小企業信用保険法施行規則第 20条第２項に規定する経済産業省の委託又

はその委託を受けたものの再委託を受けて事業承継に係る事業を行うもの 

 

 

１ 

 

 

 

保 証 制 度 
融資対象者１及び２は事業承継特別保証制度、融資対象者３は経営承継借換関連保証制

度、融資対象者４は経営承継準備関連保証制度の対象である。 
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（別表１－11） 

経営安定資金 

目 的 
経済環境の変化その他の企業外要因により事業活動に支障を生じている中小企業者に対

して長期かつ低利の資金を融資し、もって経営の安定を図る。 

融 資 対 象 者 

次のいずれかに該当する中小企業者 

１ 売上の停滞等により経営に支障を生じている横浜市中央卸売市場の仲卸業者又は仲

卸業者を主たる組合員とする事業協同組合 

２ 中小企業信用保険法（昭和 25年法律第 264号。（以下「保険法」という。）第２条

第５項第１号又は２号の認定を受けた中小企業者や、取引のある※１倒産企業※２の影響

により経営に支障を生じているもの 

３ 最近３か月若しくは６か月※３の純売上高又は売上高総利益率が、最近５か年のいず

れかの年の同期と比較して減少しているもの 

４ 横浜市中小企業融資制度による融資又は市保証協会が保証した融資の既往借入があ

り、本資金による借換えにより、毎月の返済負担の軽減が図られ、安定的経営が見込

まれるもの 

５ 風水害等の被害を受けたもの※４ 

 

※１ 適正な取引に基づく手形債権、売掛債権を 30万円以上有すること。 

※２ 「備考」を参照 

※３ 申告月の前々月を含む連続した３か月又は６か月。なお、申告月は含まない。 

※４ 「備考」を参照 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金（融資対象者５については事業の再建に必要な資金に限る。） 

融 資 額 

 ２億 8,000万円以内（協同組合等は４億 8,000万円以内） 

 （融資対象者５について災害関係保証の対象となる場合は、一般保証とは別枠で２億

8,000万円以内） 

融 資 期 間 
運転資金  10年以内 

設備資金  10年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

融 資 利 率 年 2.1％以内 

担 保 必要に応じて徴する。 

保 証 料 助 成  助成なし 

共通書類以外の

申 込 書 類 

申込書類 部数 備考 

融資対象者１ 

経営安定資金（中央卸売市場仲卸業者等）

認定申請書兼認定書（様式４）※ 

 

１ 

 

※ 予め市長に提出し、認定書の

交付を受けること。市長は、本

資金を借り入れることにより販

路拡張等事業の発展又は経営内

容の改善が見込まれるものであ

ることを確認の上、認定書を交

付する。なお、認定書の有効期

限は、認定の日から３か月以内

とする。 
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融資対象者２ 

１ 保険法第２条第５項第１号又は第２号

の認定を受けた方 

（１）第１号又は第２号の認定書 

 

２ 取引のある倒産企業の影響により経営

に支障を生じている方 

（１）経営安定資金（倒産企業の影響） 

資格申告書 

（様式５） 

（２）債権額を確認できる書類（請求書又

は帳簿（写）等） 

（３）倒産企業を確認できる書類※（破産手

続開始通知書（写）、官報（写）又は

（株）東京商工リサーチ・（株）帝国

データバンクのホームページ（写）若

しくは調査報告等） 

 

 

 

１ 

 

 

 

１ 

  

１ 

 

１ 

 

 

 

 

融資対象者３ 

１ 経営安定資金（売上・粗利率減少）資

格申告書（様式６） 

２ 対象月の売上又は粗利率が分かる書類

（月別試算表等） 

 

1 

 

1 

 

融資対象者４ 

経営安定資金（借換）事業計画書（様式

７） 

 

１ 

 

融資対象者５ 

指定区域の市町村長等によるり災証明書

（写） 

 

1 

 

備 考 

融資対象者２の「倒産企業」とは、本資金の融資申込日から過去６か月以内に次のいず

れかに該当した事業者をいう。 

 (1) 手形交換所において、金融機関に対し金融取引を停止すること（銀行等取引停止処

分）の公表がなされ、その情報が（株）東京商工リサーチ又は（株）帝国データバ

ンクにより発信された事業者 

(2) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）による再生手続が開始された事業者 

(3) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）による更生手続が開始された事業者 

(4) 破産法（平成 16年法律第 75号）による破産手続が開始された事業者 

(5) 会社法（平成 17年法律第 86号）による特別清算が開始された事業者 

融資対象者５の「風水害等の被害を受けたもの」とは、次のいずれかに該当するものと

する。（(1)及び(2)については、災害関係保証の対象） 

(1) 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和 37 年９月６日

法律第 150 号）」第２条第１項及び第２項に基づき、同法第 12 条に規定する措置を

適用される災害として指定されている災害の被害を受けたもので、当該災害による被

害について指定区域の市町村長等によるり災証明の発行を受けたもの 

(2) 中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する

災害の被害を受けたもので、当該災害による被害について指定区域の市町村長等によ

るり災証明書の発行を受けたもの 

(3) 横浜市長が指定する自然災害等により設備等の破損・遺失等被害を受けたもので、

当該自然災害等による被害について横浜市長によるり災証明書の発行を受けたもの 
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（別表１－12） 

経営支援資金 

目 的 

物価高騰による仕入れ価格の上昇や米国の関税措置等の影響を受けた事業の再建の契機

となり得るような前向きな取組みに対する資金需要等に応えることで、中小企業者の資金

繰りの円滑化を図り、経営改善や事業再生を支援する。 

融 資 対 象 者 

次のいずれかに該当する中小企業者 

１ 次の(1)又は(2)ア～カのいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画※１（以下「計

画」という。）を策定したもの 

(1) 最近１か月間※2の売上高が前年同月の売上高と比較して５％以上減少しているも

の 

(2) ア 最近１か月間※2 の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して

５％以上減少しているもの 

イ 最近１か月間※2 の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して

５％以上減少しているもの 

ウ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して５％

以上減少しているもの 

エ 最近１か月間※2 の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較し

て５％以上減少しているもの 

オ 最近１か月間※2 の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較し

て５％以上減少しているもの 

カ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して

５％以上減少しているもの 

２ 中小企業信用保険法（昭和 25年法律第 264号。（以下「保険法」という。）第２条

第５項第５号の規定による認定を受けているもの 

３ 保険法第２条第５項第４号の規定による認定を受けているもの 

４ 保険法第２条第６項の規定による認定を受けているもの 

５ 事業継続力強化計画を国に提出し、認定を受けたもの 

６ 事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）制度要綱で定められたい

ずれかの計画※３（当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。）に従っ

て事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うもの 

７ 米国の関税措置の影響を受け、かつ次の(1)又は(2)ア～エのいずれかに該当するも

の 

(1) 最近１か月間※2の売上高が前年同月の売上高と比較して５％以上減少しているも

の 

(2) ア 最近１か月間※2の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して

５％以上減少しているもの 

イ 最近１か月間※2の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して

５％以上減少しているもの 

ウ 最近１か月間※2の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較し

て５％以上減少しているもの 

エ 最近１か月間※2の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較し

て５％以上減少しているもの 

８ 日産自動車株式会社の経営再建策の影響を受けるもの 

 

※１ 「備考」を参照 

※２ 「備考」を参照 

※３ 「備考」を参照 
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資 金 使 途 

融資対象者 1～４、７及び８  ：経営の安定に必要な運転資金及び設備資金 
融資対象者５        ：事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化

に必要な運転資金及び設備資金 
融資対象者６        ：事業再生の計画の実施に必要な運転資金及び設備資金 

融 資 額 ２億 8,000万円以内（協同組合等は４億 8,000万円以内） 

融 資 期 間 

融資対象者１～４、７及び８ 

運転資金  10年以内 

設備資金  10年以内 

 

融資対象者５ 

運転資金 ５年以内 

設備資金 ７年以内 

 

融資対象者６ 

運転資金  15年以内 

設備資金  15年以内 

据 置 期 間 
融資対象者１～５、７及び８：12か月以内 

融資対象者６       ：36か月以内 

融 資 利 率 年 2.1％以内 

担 保 必要に応じて徴する。 

連 帯 保 証 人 
融資対象者５・６については、法人代表者以外の保証人は原則不要。また、融資対象者

６のうち、免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証不要。 

保 証 料 助 成 

 運転資金：0.5％助成（融資額 8,000万円まで） 

 設備資金：0.1％助成（融資額 2,000万円まで） 

 

【宣言割を適用する場合】 

運転資金：0.6％助成＝上記の 0.5％＋0.1％（融資額 8,000万円まで） 

 設備資金：0.2％助成＝上記の 0.1％＋0.1％（融資額2,000万円まで） 

横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施したもの 

 

ただし、融資対象者６については、国による補助に加えて助成。 

共通書類以外の

申 込 書 類 

申込書類 部数 備考 

融資対象者１(1) 

１ 経営行動計画書【一般保証用】（様式

８） 

２ 売上高減少要件確認書（様式９－

(１)） 

 

１ 

１ 

 

 

融資対象者１(2)ア～ウ 

１ 経営行動計画書【一般保証用】（様式

８） 

２ 売上高総利益率減少要件確認書（様式

９－（２）） 

 

１ 

１ 
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融資対象者１(2)エ～カ 

１ 経営行動計画書【一般保証用】（様式

８） 

２ 売上高営業利益率減少要件確認書（様

式９－（３）） 

 

１ 

１ 

 

 

 

 

融資対象者２ 

保険法第２条第５項第５号認定書 

 

1 

 

融資対象者３ 

保険法第２条第５項第４号認定書 

 

１ 

 

融資対象者４ 

保険法第２条第６項認定書 

 

１ 

 

融資対象者５ 

１ 事業継続力強化計画に係る認定申請書 

２ 経済産業大臣の認定を受けた事業継続

力強化計画 

 

１ 

 

融資対象者６ 

事業再生計画書※ 

 

１ 

※ 次の内容を満たすもの又は含

むものとする。 

 (1) 債権者間の合意がとれてい

るもの 

(2) 申込人の経営に係る現況・

課題と課題を踏まえた改善

策 

(3) 計画期間中の各事業年度の

収支計画及び計画終了時の

定量目標並びにその達成に

向けた具体的な行動計画 

融資対象者７(1) 

売上高減少要件確認書（様式 10－(１)） 

 

１ 

 

融資対象者７(2)ア・イ 

売上高総利益率減少要件確認書（様式 10－

（２）） 

 

１ 

 

融資対象者７(2)ウ・エ 

売上高営業利益率減少要件確認書（様式 10

－（３）） 

 

１ 

 

融資対象者８ 

要件確認書（様式 11） 

 

１ 

 

【宣言割を適用する場合】 

「脱炭素取組宣言 確認書」（写）、又は

「脱炭素取組宣言 宣言書」（写） 

 

１ 

 

取扱金融機関の

責務及び報告 

融資対象者１については、取扱金融機関は、「経営行動計画書（一般保証用）（様式

８）」の策定支援を行う。 

 

融資対象者６については、次の１から４の責務を負う。 

１ 金融機関は中小企業者から、四半期に１回、計画の実行状況の報告を受ける。 

２ 事業再生の計画が備考３に定める機関、機構又は会議（以下「機関等」という。）

の支援に基づき作成されたものである場合、金融機関は当該機関等と連携して、中小

企業者に対して、事業再生計画のフォローアップを通じ、経営支援を行う。 

３ 金融機関は、原則として３年間にわたり、中小企業者の事業年度ごとに、信用保証

協会に対し、中小企業者の計画の実行状況とともに、自らの経営支援の状況を報告し

なければならない。なお、当該報告がなかった場合は、その案件に係る代位弁済請求

を行う時にその理由を記載した書面を提出する。 

４ 金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、（事業再生の計画が備考３に定める機

関等の支援に基づき作成されたものである場合にあっては、当該機関等と連携し、）

必要に応じて、中小企業者に対し、計画の修正に係る指導・助言や追加的な経営支援

を行う。 
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備 考 

１ 経営行動に係る計画とは、次の内容を満たすもの又は含むものとする。 

(1) 計画を策定した日の属する事業年度から３事業年度を最短の計画期間とし、原則と

して同５事業年度を最長の計画期間とする。 

(2) 申込人の経営に係る現況・課題（原則として、計画を策定した日の属する事業年度

の前事業年度の財務状況の分析を含む。）と課題を克服するための取組事項及び目標

設定 

(3) 申込人が融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果 

(4) 上記取組等を踏まえた収支計画及び返済計画 

 

２ 最近１か月間とは、売上高減少要件確認書、売上高総利益率減少要件確認書及び売上

高営業利益率減少要件確認書（様式９－(１)から（３）又は様式 10－(１)から（３））

の記入日時点から遡ること３か月間（融資対象者７については、令和７年４月以降に限

る）のうちいずれかの月をいう。なお、記入日の属する月は含まない。 

 

３ 融資対象者６の計画とは、次に掲げるものとする。 

 【法第５３条第１項に規定】 

(1) 独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生

の計画 

(2) 認定支援機関（株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成 23 年法律第 

113 号）第 59 条第 1項に規定する産業復興相談センターを含む。）の指導又は助言

を受けて作成された事業再生の計画 

【経済産業省関係産業競争力強化法施行規則（平成２６年経済産業省令第１号。以下

「施行規則」という。）第３２条第１号に規定】 

(3) 特定認証紛争解決手続（法第２条第２２項に規定）に従って作成された事業再生

計画 

(4) 株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画 

(5) 株式会社地域経済活性化支援機構（株式会社地域経済活性化支援機構法（平成 21

年法律第 63号）に基づき設置）が再生支援決定を行った事業再生計画 

(6) 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（株式会社東日本大震災事業者再生支

援機構法に基づき設置）が支援決定を行った事業再生計画 

(7) 私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画 

(8) 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画

であって、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成 11 年法律

第 158号）に基づく調停における調書（同法第 17条第 1項の調停条項によるものを

除く。）又は同法第 20条に規定する決定において特定されたもの 

(9) 中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生計画 

【施行規則第３２条第２号に規定】 

(10) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第 140条に規定する出資業務により出資

を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画 

【施行規則第３２条第３号に規定】 

(11) 経営サポート会議（信用保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会

し、中小企業者ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場）による検討に基

づき作成又は決定された事業再生の計画 

【施行規則第３２条第４号に規定】 

(12) 中小企業等経営強化法（平成 11年法律第 18号）第 31条第 2項に規定する認定経

営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計

画 

保 証 制 度 
本資金のうち、融資対象者５は事業継続力強化関連保証制度、融資対象者６は事業再

生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）制度の対象である。 
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（別表１－13） 

緊急経営支援資金 

目 的 

長引く原油・原材料価格の高騰、人手不足・賃金上昇など、厳しさを増す経営環境に加

え、米国の関税措置や日産自動車株式会社の生産体制縮小などによる先行きの不透明さが

影響し、事業活動に支障をきたしている中小企業に対して、資金調達を支援するととも

に、経営改善や事業再生を後押しする。 

融 資 対 象 者 

次の１又は２ア～カのいずれかに該当する中小企業者 

１ 最近１か月間※の売上高が直近３年のいずれかの年の同月の売上高と比較して５％

以上減少しているもの 

２ ア 最近１か月間※の売上高総利益率が直近３年のいずれかの年の同月の売上高

総利益率と比較して５％以上減少しているもの 

イ 最近１か月間※の売上高総利益率が直近決算、前期又は前々期の売上高総利

益率と比較して５％以上減少しているもの 

ウ 直近決算の売上高総利益率が直近決算前期、前々期又は前々々期の売上高総

利益率と比較して５％以上減少しているもの 

エ 最近１か月間※の売上高営業利益率が直近３年のいずれかの年の同月の売上

高営業利益率と比較して５％以上減少しているもの 

オ 最近１か月間※の売上高営業利益率が直近決算、前期又は前々期の売上高営

業利益率と比較して５％以上減少しているもの 

カ 直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期、前々期又は前々々期の売上高

営業利益率と比較して５％以上減少しているもの 

 

※ 最近１か月間とは、売上高減少要件確認書、売上高総利益率減少要件確認書及び売

上高営業利益率減少要件確認書（様式 12－(１)から（３））の記入日時点から遡るこ

と３か月間のうちいずれかの月をいう。なお、記入日の属する月は含まない。 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

融 資 額 ２億 8,000万円以内（協同組合等は４億 8,000万円以内） 

融 資 期 間 
運転資金  10年以内 

設備資金  10年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

融 資 利 率 年 1.9％以内 

担 保 必要に応じて徴する。 

保 証 料 助 成 

 運転資金：0.6％助成（融資額 8,000万円まで） 

 設備資金：0.1％助成（融資額 2,000万円まで） 

 

【宣言割を適用する場合】 

運転資金：0.7％助成＝上記の 0.6％＋0.1％（融資額 8,000万円まで） 

 設備資金：0.2％助成＝上記の 0.1％＋0.1％（融資額2,000万円まで） 

横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施したもの 
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共通書類以外の

申 込 書 類 

申込書類 部数 

融資対象者１ 

売上高減少要件確認書（様式 12－(１)） 

 

１ 

融資対象者２ア～ウ 

売上高総利益率減少要件確認書（様式 12－（２）） 

 

１ 

融資対象者２エ～カ 

売上高営業利益率減少要件確認書（様式 12－（３）） 

 

１ 

【宣言割を適用する場合】 

「脱炭素取組宣言 確認書」（写）、又は「脱炭素取組宣言 宣言書」（写） 

 

１ 
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（別表１－14） 

設備更新資金 

目 的 
中小企業の設備更新を支援することで、生産性の向上および温室効果ガス排出量の削減

を促進し、持続可能な経営基盤の構築を図る。 

融 資 対 象 者 

次のいずれかに該当する中小企業者 

１ 電気・ガス・液体燃料等のエネルギーを使用する既存設備※を更新するもの 

２ １以外の既存設備を更新するもの 

 

※ 電気・ガス・液体燃料等のエネルギーを使用する既存設備の例 

業務用空調設備、業務用給湯器、業務用冷凍冷蔵設備、ＬＥＤ照明、高性能ボイ

ラ、変圧器、産業用モータ、産業ヒートポンプ、生産設備（工作機械、プラスチッ

ク加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン） 、自動車、作業車、そ

の他業務用設備 

資 金 使 途 設備資金（付随する運転資金は可。ただし設備の金額を超えないこと。） 

融 資 額  ２億 8,000万円以内（協同組合等は４億 8,000万円以内） 

融 資 期 間 設備資金  20年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

融 資 利 率 

１年以内      年 1.3％以内 

１年超３年以内   年 1.6％以内 

３年超５年以内   年 1.8％以内 

 ５年超 10年以内  年 2.0％以内 

10年超 15年以内  年 2.2％以内 

15年超 20年以内   年 2.4％以内 

担 保 必要に応じて徴する。 

保 証 料 助 成 

 0.3％助成（融資額 5,000万円まで） 

 

【宣言割を適用する場合】 

 0.4％助成＝上記の 0.3％＋0.1％（融資額 5,000万円まで） 

 横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施したもの 

共通書類以外の

申 込 書 類 

申込書類 部数 

設備更新資金 資格申告書（様式 13） １ 

【宣言割を適用する場合】 

「脱炭素取組宣言 確認書」（写）、又は「脱炭素取組宣言 宣言書」（写） 
１ 

備 考 
 融資対象者は、融資実行後に「融資対象者」の要件に該当した設備の導入を中止した場

合、借入金を繰上返済しなければならない。 
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（別表１－15） 

賃上げおうえん資金 

目 的 
継続的な物価上昇への対応として賃金引上げを実施する事業者の資金調達を支援し、事

業者の経営安定化を図るとともに、賃上げの取組の普及を促進する。 

融 資 対 象 者 直近の確定申告において賃上げ促進税制の適用を受けた中小企業者 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 

融 資 額 ２億 8,000万円以内（協同組合等は４億 8,000万円以内） 

融 資 期 間 
運転資金 10年以内 

設備資金  20年以内 

据 置 期 間 12か月以内 

融 資 利 率 

１年以内      年 1.3％以内 

１年超３年以内   年 1.6％以内 

３年超５年以内   年 1.8％以内 

５年超 10年以内  年 2.0％以内 

10年超 15年以内  年 2.2％以内 

15年超 20年以内  年 2.4％以内 

担 保 必要に応じて徴する。 

保 証 料 助 成 0.5％助成（融資額 5,000万円まで） 

共 通 書 類 

以 外 の 

申 込 書 類 

申込書類 部数 備考 

賃上げ促進税制適用時の確定申告書※ １ 

※  法人の場合は確定申告書内に

「給与等の支給額が増加した場

合の法人税額の特別控除に関す

る明細書」、個人事業主の場合

は「給与等の支給額が増加した

場合の所得税額の特別控除に関

する明細書」のページがあるも

のに限る。 
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1　基本事項
(1)用語の定義

(2)助成の方法について

(3)保証料率について　

(4)責任共有制度と保証料率について

(5)保証料の割引について

(6)経営者保証不要を選択した場合

＜参考＞　市保証協会 基本料率表 （％）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 1.35

２　資金別 市保証料助成率

　　振興資金

【助成の方法】 保証料助成なし

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

市助成率

負担料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

助成なし

　責任共有制度要綱（平成18．９．12中庁第２号）第４条に定める対象除外保証制度の場合には保証料率（責任共有外保
証料率）を、 それ以外の保証制度については責任共有保証料率を適用する。

ア　以下に該当する場合は、次の割引が適用される。
　(ｱ)　借入者が不動産担保を提供した場合（特別な保険及び特例を利用する場合を除く）（0.1％割引）
　(ｲ)　借入者が会計参与を設置している会社である場合　（0.1％割引）
イ　以下の資金は、市保証協会による次の割引が適用される。
　(ｱ)　小規模企業資金繰り安定サポート資金　（0.1％割引）
　(ｲ)　スタートアップおうえん資金・創業おうえん資金
　　　（0.4％割引（創業関連保証・スタートアップ創出促進保証に限る））

　経済産業省令 （中小企業信用保険法施行規則）で規定する要件を満たす借入者が、保証料率の引上げを条件に保証人
による保証を提供しないことを選択した場合（ただし、選択できる資金に限る。）、市助成後の保証料率に0.25％または
0.45％を上乗せする。

（別表２）

令和７年度 横浜市中小企業融資制度 信用保証料助成

  「保証料率」とは、市保証協会が付した信用保証に係る保証料率のことをいう。
  「市助成率」とは、市長が助成を行う信用保証料助成率のことをいう。
　「国補助率」とは、国が補助を行う信用保証料補助率のことをいう。
  「負担料率」とは、借入者が負担する料率のことをいう。

　信用保証料の助成は、１(5)の保証料の割引を行った後、「２　資金別 市保証料助成率」の【助成の方法】に基づき助
成を行う。「２　資金別 市保証料助成率」に＜参考＞で記載する表は、代表的な料率を例示したもので、１（5）アの割
引は考慮に入れていない。市助成率が保証料率（助成前）を上回る場合は、保証料率（助成前）を上限として助成する。
また、国補助率が適用される際は、市助成率が保証料率（助成前）から国補助率を差し引いた率を上回る場合、保証料率
（助成前）から国補助率を差し引いた率を上限として助成する。
　信用保証料の助成は、横浜市の予算の範囲内で行う。

　保証料率は、制度に付される信用保証制度と信用保険による。
　保証料率の９段階の区分は、借入者の経営内容をCRDシステム（中小企業信用リスク情報データベース）で判断し、市
保証協会が決定する。
　ただし、借入者が財務諸表を作成していない場合は、＜参考＞「市保証協会　基本料率表」の９段階の中の区分５の料
率を適用する。

財務諸表評価による区分

責任共有保証料率

責任共有外保証料率
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　　振興資金（脱炭素割）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.2％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25 0.95

 協調融資資金　融資対象者１

【助成の方法】 国補助後の保証料助成なし

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

国補助率 (0.95) (0.87) (0.77) (0.67) (0.57) (0.50) (0.40) (0.30) (0.22) (0.57)

市助成率

負担料率 0.95 0.88 0.78 0.68 0.58 0.50 0.40 0.30 0.23 0.58

 協調融資資金（脱炭素割）　融資対象者１

【助成の方法】 国補助後、融資額2,000万円を上限として0.2％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

国補助率 (0.95) (0.87) (0.77) (0.67) (0.57) (0.50) (0.40) (0.30) (0.22) (0.57)

市助成率

負担料率 0.75 0.68 0.58 0.48 0.38 0.30 0.20 0.10 0.03 0.38

 協調融資資金　融資対象者２

【助成の方法】 国補助後の保証料助成なし

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

国補助率 (0.47) (0.43) (0.38) (0.33) (0.28) (0.25) (0.20) (0.15) (0.11) (0.28)

市助成率

負担料率 1.43 1.32 1.17 1.02 0.87 0.75 0.60 0.45 0.34 0.87

 協調融資資金（脱炭素割）　融資対象者２

【助成の方法】 国補助後、融資額2,000万円を上限として0.2％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

国補助率 (0.47) (0.43) (0.38) (0.33) (0.28) (0.25) (0.20) (0.15) (0.11) (0.28)

市助成率

負担料率 1.23 1.12 0.97 0.82 0.67 0.55 0.40 0.25 0.14 0.67

(0.20)

助成なし

(0.20)

(0.20)

助成なし
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　小規模企業特別資金

【助成の方法】 0.1％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有外保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 1.35

市助成率

負担料率 2.10 1.90 1.70 1.50 1.25 1.00 0.80 0.60 0.40 1.25

＜参考＞代表的な料率　　保証料率 ： 特別小口保険にかかる保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

　小規模企業特別資金（脱炭素割）

【助成の方法】 0.3％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有外保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 1.35

市助成率

負担料率 1.90 1.70 1.50 1.30 1.05 0.80 0.60 0.40 0.20 1.05

＜参考＞代表的な料率　　保証料率 ： 特別小口保険にかかる保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

　小規模企業特別資金（スタートアップ割）

【助成の方法】 0.6％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有外保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 1.35

市助成率

負担料率 1.60 1.40 1.20 1.00 0.75 0.50 0.30 0.10 負担なし 0.75

＜参考＞代表的な料率　　保証料率 ： 特別小口保険にかかる保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

1.0

(0.1)

0.9

(0.10)

0.7

(0.60)

1.0

(0.30)

1.0

(0.3)

(0.6)

0.4
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　小規模企業資金繰り安定サポート資金

【助成の方法】 保証料助成なし

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　短期継続保証の保証料率（市保証協会による0.1％割引後） （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市保証協会割引

市助成率

負担料率 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35 1.05

　脱炭素よこはま資金

【助成の方法】 融資額5,000万円を上限として0.5％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.40 1.25 1.05 0.85 0.65 0.50 0.30 0.10 負担なし 0.65

　脱炭素よこはま資金ミニ

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.5％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.40 1.25 1.05 0.85 0.65 0.50 0.30 0.10 負担なし 0.65

　ＳＤＧｓよこはま資金　※「横浜グランドスラム企業表彰」を除く

【助成の方法】 融資額5,000万円を上限として0.25％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.65 1.50 1.30 1.10 0.90 0.75 0.55 0.35 0.20 0.90

　ＳＤＧｓよこはま資金（横浜グランドスラム企業表彰）

【助成の方法】 融資額5,000万円を上限として全額助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率 (1.90) (1.75) (1.55) (1.35) (1.15) (1.00) (0.80) (0.60) (0.45) (1.15)

負担料率

(0.50)

(0.10)

助成なし

負担なし

(0.50)

(0.25)
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　スタートアップおうえん資金

【助成の方法】 全額助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： スタートアップ創出促進保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市保証協会割引

市助成率

負担料率

　創業おうえん資金（創業） 経営者保証有

【助成の方法】 0.1％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 創業関連保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市保証協会割引

市助成率

負担料率

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35 1.05

　創業おうえん資金（創業） 経営者保証無

【助成の方法】 0.1％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： スタートアップ創出促進保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市保証協会割引

市助成率

負担料率

　創業おうえん資金（再挑戦）

【助成の方法】 0.08％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 創業関連保証（再挑戦支援）にかかる保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.82 1.67 1.47 1.27 1.07 0.92 0.72 0.52 0.37 1.07

1.0

(0.4)

(0.6)

(0.10)

1.0

(0.4)

(0.1)

負担なし

0.8

(0.4)

(0.1)

0.3

(0.08)

0.5

0.80

(0.08)

0.72
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　事業承継資金　融資対象者１～４、６及び７

【助成の方法】 0.25％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.65 1.50 1.30 1.10 0.90 0.75 0.55 0.35 0.20 0.90

　事業承継資金　融資対象者５

【助成の方法】 0.25％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　特定経営承継準備関連保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

　事業承継資金（経営者保証不要特別 ）

　（専門家によるガバナンスチェックを受けた場合）

【助成の方法】 0.25％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業承継特別保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.15 1.00 0.85 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.60

市助成率

負担料率 0.90 0.75 0.60 0.45 0.35 0.25 0.15 0.05 負担なし 0.35

　事業承継資金（経営者保証不要特別 ）

　（専門家によるガバナンスチェックを受けていない場合）

【助成の方法】 0.25％助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業承継特別保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.65 1.50 1.30 1.10 0.90 0.75 0.55 0.35 0.20 0.90

　 経営安定資金

【助成の方法】 保証料助成なし

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

市助成率

負担料率 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

(0.25)

(0.25)

助成なし

(0.25)

1.15

(0.25)

0.90
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経営支援資金　融資対象者１、７及び８（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.5%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.40 1.25 1.05 0.85 0.65 0.50 0.30 0.10 負担なし 0.65

経営支援資金（宣言割）　融資対象者１、７及び８（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.6%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.30 1.15 0.95 0.75 0.55 0.40 0.20 負担なし 負担なし 0.55

経営支援資金　融資対象者１、７及び８（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.1%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35 1.05

経営支援資金（宣言割）　融資対象者１、７及び８（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.2%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25 0.95

経営支援資金　融資対象者２（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.5%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　セーフティネット保証５号の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金（宣言割）　融資対象者２（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.6%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　セーフティネット保証５号の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

(0.60)

(0.10)

(0.50)

(0.50)

0.35

0.85

(0.60)

0.25

(0.20)

0.85
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経営支援資金　融資対象者２（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.1%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　セーフティネット保証５号の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金（宣言割）　融資対象者２（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.2%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　セーフティネット保証５号の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金　融資対象者３（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.5%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　セーフティネット保証４号の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金（宣言割）　融資対象者３（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.6%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　セーフティネット保証４号の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金　融資対象者３（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.1%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　セーフティネット保証４号の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金（宣言割）　融資対象者３（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.2%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　セーフティネット保証４号の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

0.85

(0.10)

0.75

0.85

(0.20)

0.65

1.00

(0.60)

0.40

1.00

(0.10)

0.90

1.00

(0.20)

0.80

1.00

(0.50)

0.50
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経営支援資金　融資対象者４（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.5%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　危機関連保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金（宣言割）　融資対象者４（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.6%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　危機関連保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金　融資対象者４（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.1%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　危機関連保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金（宣言割）　融資対象者４（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.2%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　危機関連保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金　融資対象者５（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.5%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業継続力強化関連保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 新事業開拓保険・海外投資関係保険にかかる保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

(0.60)

0.20

0.80

(0.10)

0.70

0.80

(0.20)

0.60

0.18

1.00

(0.50)

0.50

0.80

(0.50)

0.30

0.68

(0.50)

0.80
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経営支援資金（宣言割）　融資対象者５（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.6%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業継続力強化関連保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 新事業開拓保険・海外投資関係保険にかかる保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金　融資対象者５（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.1%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業継続力強化関連保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 新事業開拓保険・海外投資関係保険にかかる保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金（宣言割）　融資対象者５（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.2%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業継続力強化関連保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 新事業開拓保険・海外投資関係保険にかかる保証の保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

市助成率

負担料率

経営支援資金　融資対象者６（運転資金）

【助成の方法】 国補助後、融資額8,000万円を上限として0.5%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）の責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

国補助率

市助成率

負担料率

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）の責任共有外保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

国補助率

市助成率

負担料率

0.48

1.00

(0.20)

0.80

0.68

(0.10)

0.58

1.00

0.08

1.00

(0.60)

(0.50)

(0.70)

(0.50)

負担なし

1.00

(0.50)

0.40

負担なし

0.80

(0.10)

0.90

0.68

(0.20)

0.68

(0.60)
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経営支援資金（宣言割）　融資対象者６（運転資金）

【助成の方法】 国補助後、融資額8,000万円を上限として0.6%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）の責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

国補助率

市助成率

負担料率

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）の責任共有外保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

国補助率

市助成率

負担料率

経営支援資金　融資対象者６（設備資金）

【助成の方法】 国補助後、融資額2,000万円を上限として0.1%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）の責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

国補助率

市助成率

負担料率

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）の責任共有外保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

国補助率

市助成率

負担料率

経営支援資金（宣言割）　融資対象者６（設備資金）

【助成の方法】 国補助後、融資額2,000万円を上限として0.2%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）の責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

国補助率

市助成率

負担料率

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）の責任共有外保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前）

国補助率

市助成率

負担料率

(0.70)

(0.60)

負担なし

0.80

(0.50)

(0.60)

負担なし

1.00

(0.50)

(0.20)

0.10

1.00

(0.70)

(0.20)

0.10

0.80

(0.50)

(0.10)

0.20

1.00

(0.70)

(0.10)

0.20

0.80
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緊急経営支援資金（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.6%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.30 1.15 0.95 0.75 0.55 0.40 0.20 負担なし 負担なし 0.55

緊急経営支援資金（宣言割）（運転資金）

【助成の方法】 融資額8,000万円を上限として0.7%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.20 1.05 0.85 0.65 0.45 0.30 0.10 負担なし 負担なし 0.45

緊急経営支援資金（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.1%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35 1.05

緊急経営支援資金（宣言割）（設備資金）

【助成の方法】 融資額2,000万円を上限として0.2%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.70 1.55 1.35 1.15 0.95 0.80 0.60 0.40 0.25 0.95

設備更新資金

【助成の方法】 融資額5,000万円を上限として0.3%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.60 1.45 1.25 1.05 0.85 0.70 0.50 0.30 0.15 0.85

設備更新資金（宣言割）

【助成の方法】 融資額5,000万円を上限として0.4%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.50 1.35 1.15 0.95 0.75 0.60 0.40 0.20 0.05 0.75

賃上げおうえん資金

【助成の方法】 融資額5,000万円を上限として0.5%助成

＜参考＞代表的な料率　保証料率 ： 市保証協会　基本料率・責任共有保証料率 （％）

財務諸表評価による区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B/Sなし

保証料率（助成前） 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 1.15

市助成率

負担料率 1.40 1.25 1.05 0.85 0.65 0.50 0.30 0.10 負担なし 0.65

(0.60)

(0.20)

(0.70)

(0.10)

(0.50)

(0.30)

(0.40)
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（様式２）                                                   Ｒ０７ 

 

スタートアップおうえん資金・小規模企業特別資金（スタートアップ割） 

認定申請書兼認定書 

 

 

  年  月  日 

横浜市長 

                     （申 請 者） 

                                    住   所 

                                    

 企 業 名 

                     （TEL         E-mail                  ) 

 

                                         代 表 者                    

 

 

 横浜市中小企業融資制度（スタートアップおうえん資金・小規模企業特別資金（スタートアップ割））の利用

申込にあたり、以下の要件を満たす旨の認定書の交付を申請します。 

 

※該当するものに☑ 
 

 
□ 市長が定める支援事業のいずれかを修了した 
 
   事業名： 
 
□ Science Tokyo 横浜ベンチャープラザに入居中であり、「横浜大学連携型起業家育成施設入居・成長支

援補助金交付要綱」に定める補助金の交付を受けている（又は過去に交付を受けたことがある） 
 

□ 「横浜市スタートアップビザ」における確認証明書を受けた 

 

                                                    

 

 

         第    号 

    年   月   日 

 申請者                

 

横浜市長 

 

 

上記の申請者について、上記の要件を満たすことを認定します。 

 

この認定書は、    年  月  日まで有効です。（認定の日から３か月以内） 

 

 

 

（注）１ この認定書は、融資を保証するものではありません。融資を受けるためには、融資申込後に所定の審査があります。 

   ２ 認定申請書の内容に虚偽等があった場合には、融資を受けられないことがあります。 

   



- 58 - 
 

 

（様式３）                                                   Ｒ０７ 

 

 

脱炭素よこはま資金ミニ（省エネルギー相談）支援確認申請書兼支援確認書 

 

 

年   月   日 

公益財団法人横浜企業経営支援財団 御中 

 

    （申 請 者） 

住  所 

企 業 名 

（TEL              E-mail            ）  

代 表 者                   

 

 

横浜市中小企業融資制度「脱炭素よこはま資金ミニ」の利用申込にあたり、貴財団の「技術相談（環境技術・

省エネルギー）」での助言を踏まえ、設備投資計画書を作成しましたので、支援確認書の交付を申請します。 

 

「技術相談（環境技術・省エネルギー）」を受けた月（初回）        年       月  

 

                                                   

 
 

   第      号 

年   月   日 

申請者                

 

公益財団法人横浜企業経営支援財団 

 

 

上記の申請者について、当財団の「技術相談（環境技術・省エネルギー）」を利用したうえで、温室効果ガス

削減や省エネにつながる設備投資計画書が作成されたことを確認しました。 

  

 この支援確認書は、申請者が技術相談を受けた月の属する年度を含む３か年度以内において有効です。 

 

                                   

 

 

（注）１ この支援確認書は、融資を保証するものではありません。融資を受けるためには、融資申込後に所定の審

査があります。 

２ 設備投資計画書の内容に虚偽等があった場合には、融資が受けられないことがあります。 
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（様式４）                                                   Ｒ０７ 

経営安定資金（中央卸売市場仲卸業者等） 

認定申請書兼認定書 

 

                                                         年   月   日 

  横浜市長 

                       （申 請 者） 

住  所 

企 業 名 

（TEL              E-mail           ）  

代 表 者 

                                    

 横浜市中小企業融資制度「経営安定資金」の利用申込にあたり、（当社・当組合）が、以下の要件を全

て満たす旨の認定書の交付を申請します。 

 

 ・横浜市中央卸売市場の（仲卸業者・仲卸協同組合）である 

・売上高の停滞等により経営に支障を生じている 

                 

 企業の概要                                                                                      

 ※仲卸協同組合の場合は記載不要 

 

 

 

    第    号 

年   月   日 

申請者                

 

横浜市長 

 

 

 上記の申請者について、上記の要件を満たすことを認定します。  

 

   この認定書は、     年  月  日まで有効です。（※認定の日から３か月以内） 

 

 

 
（注）１ この認定書は、融資を保証するものではありません。融資を受けるためには、融資申込後に所定の審査が

あります。 
   ２ 認定申請書等認定申込関係書類の内容に虚偽等があった場合には、融資が受けられないことがあります。 

 

 

 

 

規 模 
 資本金 

 出資金         千円 
従 業 員           人 

取 扱 品 目  

仲 卸業 務許 可※ 
 許 可 番 号： 

 許 可 年 月 日 ：        年     月     日 
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（様式５）                                                   Ｒ０７ 

 

経営安定資金（倒産企業の影響）資格申告書 

 

                                                         年   月   日 

  

  横浜市信用保証協会会長 

                                  住  所 

 

企 業 名 

（TEL              E-mail           ） 

代 表 者                                           

 

 

横浜市中小企業融資「経営安定資金」の利用申込にあたり、以下のとおり融資対象者の要件に該当

することを申告します。 

 

１ 取引のある倒産企業概要 

※倒産企業の確認がとれる書類（破産手続開始通知書の写し、官報の写し、（株）東京商工リサーチ・（株）帝

国データバンクのホームページの写し若しくは調査報告等）を添付してください。 
 
 
２ 倒産企業への適正な取引に基づく手形債権、売掛債権額 

(要 30万円以上) 

※債権額が確認できる書類（請求書や帳簿の写し等）を添付してください。 

 

 

 

（注）１ 融資を受けるためには、融資申込後に所定の審査があります。 

   ２ この資格申告書の内容に虚偽等があった場合には、融資が受けられないことがあります。 

事 業 者 名  代 表 者 名  

所 在 地  倒 産 日  年  月  日 

倒産企業の状況（次のいずれかに☑） 

 

経営安定資金の利用申込日から過去６か月以内に次のいずれかに該当した事業者 
 
□手形交換所において、金融機関に対し金融取引を停止すること（銀行等取引停止処分）の公表がなされ、 

その情報が（株）東京商工リサーチ又は（株）帝国データバンクにより発信された事業者 

□民事再生法（平成11年法律第 225号）による再生手続が開始された事業者 

□会社更生法（平成14年法律第 154号）による更生手続が開始された事業者 

□破産法（平成 16年法律第75号）による破産手続が開始された事業者 

□会社法（平成 17年法律第86号）による特別清算が開始された事業者 

     万円 
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（様式６）                                                   Ｒ０７ 

経営安定資金（売上・粗利率減少） 

資格申告書 

 
年   月   日 

 

  横浜市信用保証協会会長 

                                    住  所 

                                          

                                          企 業 名 

                     （TEL              E-mail           ） 

 

 代 表 者                                                        

 
 横浜市中小企業融資制度「経営安定資金」の利用申込にあたり、以下の通り融資対象者の要件に該当すること
を申告します。 
 

１ 売上高、粗利率の減少              ※（１）又は（２）のいずれかを記載してください。 

 （１）最近３か月又は６か月の売上高の推移等（売上高減少） 

 

（２）最近３か月又は６か月の粗利率（売上高総利益率）の推移（粗利率減少） 

＊ 対象月の月別試算表（損益計算書）を添付してください。 

＊ １（１）又は（２）の最近３か月又は６か月には、申告月の前々月を必ず入れてください。 

最近３か月【12月・１月・２月】もしくは【１月・２月・３月】 

最近６か月【９月・10月・11月・12月・１月・２月】もしくは【10月、11月、12月、１月、２月、３月】 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 融資を受けるためには、融資申込後に所定の審査があります。 

   ２ この資格申告書の内容に虚偽等があった場合には、融資が受けられないことがあります。 

 

  

最近３か月又は６か月の純売上高 
前年同期(又は２、３、４若しくは５年前） 

の純売上高 

売上の減少率 

（②－①）÷②×100 

年    月～    年   月 年    月～    年   月 
 

％ 

（少数点第２位を四捨五入） 

 

①                    千

円 

 

②                    千円 

最近３か月又は６か月の売上高総利益率 
前年同期(又は２、３、４若しくは５年前)

の純売上高 

粗利率の減少率 

（②－①）÷②×100 

  年    月～    年   月   年    月～    年   月 

％ 

 

 

売上総利益（Ａ）            千円 

 

売上総利益（Ｃ）            千円 

 

売  上  高（Ｂ）            千円 

 

売  上  高（Ｄ）            千円 

①（Ａ）÷（Ｂ）×100＝         ％ 

（少数点第２位を四捨五入）  

②（Ｃ）÷（Ｄ）×100＝         ％ 

（少数点第２位を四捨五入）  
（少数点第２位を四捨五入） 

（例） 

４月に申告 
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経営安定資金（売上減少）様式                                          Ｒ０７ 

売 上 高 明 細 内 訳 書（売上高の減少） 

（      年  月 ～      年  月分） 

◎ 試算表（損益計算書）を提出できない場合、この様式に記入すること。 

◎ 記入方法 

・原則、売上台帳の内容を転記すること。 

・月ごとの商品別・相手先別での記入も可とする。 

 

 

◎ 試算表（損益計算書を提出できない理由）（該当事項に○） 

 

 

 

申 告 者 名 
 

月 売上額（単位：千円） 販売先・受注先・商品等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 合計（純売上高） 

 

 

・ 在庫の管理を毎月は行っていない等で、売上の管理はしているが試算表を月別に作成できない。 

 

・ 試算表の作成が、融資を受けたい時期に間に合わない。 

 

・ その他（                                         ） 
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経営安定資金（粗利率減少）様式                                         Ｒ０７ 

売 上 高 及 び 売 上 原 価 内 訳 書（粗利率の減少） 

（      年  月 ～      年  月分） 

◎ 試算表（損益計算書）を提出できない場合、この様式に記入すること。 

◎ 記入方法 

・原則、売上台帳・仕入台帳等の内容を転記すること。 

・商品別・相手先別での記入も可とする。 

・最近３か月分又は６か月分と比較月分の２枚を作成すること。 

 

 

◎ 試算表（損益計算書を提出できない理由）（該当事項に○） 

 

申 告 者 名 
 

月 売上高（単位：千円） 販売先・商品等 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 売上高合計 

 

月 
売上原価（仕入額） 

（単位：千円） 
仕入先・商品等 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 売上原価合計 

 

 

・ 在庫の管理を毎月は行っていない等で、仕入の管理はしているが試算表を月別に作成できない。 

 

・ 試算表の作成が、融資を受けたい時期に間に合わない。 

 

・ その他（                                         ） 
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（様式７）                                                   Ｒ０７  

経営安定資金（借換）事業計画書 

年  月  日 

横浜市信用保証協会会長                                                 

                             住 所 

                             企業名 

（TEL              E-mail       ） 

                             代表者                            

 
横浜市中小企業融資「経営安定資金」の利用申込にあたり、以下のとおり事業計画書を提出します。 

１．借入申込内容 

 

２．今回の借入による効果 

 

３．今後計画的に取り組む事項（次の項目の内該当するものを○で囲み、具体的に記載してください。） 

 

４．経営の実績及び見込                                  （単位：千円） 

 
（注）１ 融資を受けるためには、融資申込後に所定の審査があります。 
   ２ この資格申告書の内容に虚偽等があった場合には、融資が受けられないことがあります。

①融資対象既往借入金の状況 

 金融機関名 借入日 当初借入額 現在残高 月返済額 最終期日 

 年   月   日 千円 千円 千円 年   月   日 

 年   月   日 千円 千円 千円 年   月   日 

 年   月   日 千円 千円 千円 年   月   日 

 年   月   日 千円 千円 千円 年   月   日 

 年   月   日 千円 千円 千円 年   月   日 

 年   月   日 千円 千円 千円 年   月   日 

小   計 (A)            千円 (C)           千円  

②増額借入希望額 (B)                                 千円 (D)           千円 回返済 

③借入申込額（①と②の合計） (A＋B)                              千円 (E)           千円 年   月   日 

１．新規借入を伴わない場合（同額借換） 

（Ｃ）－（Ｅ）＝          千円（Ｆ）（ ＝ 毎月の返済負担軽減効果         ） 

（Ｆ）×１２ ＝           千円（Ｇ）（ ＝ 年間の返済負担軽減効果          ） 

 

 

２．新規借入を伴う場合 

（Ｃ）＋（Ｄ）＝          千円（Ｈ）（ ＝ 新規借入のみをした場合の毎月返済額      ） 

（Ｈ）－（Ｅ）＝          千円（Ｉ）（ ＝ 毎月の返済負担軽減効果          ） 

（Ｉ）×１２ ＝           千円（Ｊ）（ ＝ 年間の返済負担軽減効果          ） 

１．売上・受注の増加を図る  ２．収益性の向上を図る  ３．資金繰りの正常化を図る  ４．その他 

 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 借入金返済額 

前年度実績  年  月期      

今年度見込  年  月期      

翌年度見込  年  月期      
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（様式８）

計画策定日：

１．事業者名等

との対話を通して、現状認識及び今後のアクションプランを策定しました。
今後 との対話を継続し、アクションプランに取組みます。

２．現状認識 (※1）

３．財務分析

＊表中の財務指標はローカルベンチマークにおける6指標となります。(※2)

  個人事業主の方は①②③のみ記載してください。

４．計画終了時点における将来目標

倍 倍 倍 倍 倍

  ＊個人事業主の方はEBITDA有利子負債倍率の記載は不要です。

【金融機関名】
【金融機関名】

令和　　　年　　　月　　　日

住　                                     　所

経営行動計画書【一般保証用】

法             人 　          名

代 表 者 名

①

又 は 氏 名

①売上増加率(売上持続性)(％)

②営業利益率(収益性)(％)

直近の決算期

⑥自己資本比率(安全性)(％)

⑤営業運転資本回転期間(効率性)(か月)

経営状況
財務状況

③

№ 項目 内　容

事業概要

④EBITDA有利子負債倍率(健全性)(倍)

②

（課題）

外部環境
事業の強み・弱み

（課題）

将来目標

EBITDA
有利子負債倍率

計画１年目 計画２年目 計画３年目 計画４年目 計画５年目

 *「２．現状認識」を踏まえた計画終了時点における事業の具体的な将来目標を記載してください。直近決算の売上高営業利益が赤字の場合は、黒字化に向けた具体的な取組をご記入下さい。

③労働生産性(生産性)(千円)
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５．具体的なアクションプラン

６．収支計画及び返済計画
（単位：千円）

（本計画書中、別に添付する計画書で代える項目がある場合には項目名をチェックして下さい。）

　 ２．現状認識 ３．財務分析 ４．計画終了時点における将来目標 ５．具体的なアクションプラン ６．収支計画及び返済計画

　 以　上

 https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/　

※２　ローカルベンチマークの算出方法及び各指標の意義は以下『６つの財務指標』の通りです。

（参考）財務分析の視点　～６つの財務指標～

R07

 *「２．現状認識」の課題（②③のいずれか１つでも可）について取組計画等を記載してください。計画１年目は、計画策定日の属する事業年度となります。

   改善目標指標には、「３．財務分析」の①～⑥（④を除く）のいずれかの指標を記載し、目標値には同指標の計画年度毎の目標値を記載してください。

 「本資金の活用方法」は取組計画との関連性を中心に記載してください（課題が複数の場合は、いずれか１つの取組計画に係る記載でも可）。

計画１年目
計画２年目 計画３年目 計画４年目 計画５年目

（計画策定年度）

取組計画

改善目標指標

本資金の活用方法
（資金使途、資金効果等）

（令和  年  月期） （令和  年  月期）

課題 取組計画等

主な取組

取組計画

目標値

（令和  年  月期）

目標値

改善目標指標

（計画策定前）

（令和  年  月期）

計画１年目 計画２年目

(令和  年  月期）

計画３年目

(令和  年  月期）(令和  年  月期）

  

借入金返済額

減価償却費

計画４年目

(令和  年  月期）

計画５年目

(令和  年  月期）

（令和  年  月期） （令和  年  月期）

税引き後当期純利益

直近決算の状況

売上高

※１ 「２．現状認識」について､「ローカルベンチマーク」における非財務ヒアリングシートを作成している場合には、同シートの提出でも差し支えありません。

　　　ローカルベンチマークの概要については以下URLまたはQRコードをご参照ください。

営業利益

⑤営業運転資本回転期間 【計算式】＝(売上債権＋棚卸資産－買入債務)/月商

【意 義】営業運転資金とは、販売・提供した商品・サービスの売上債権を回収するまでに必要となる資

金を示すものです。過去の値と比較することで、売上増減と比べた営業運転資金の増減を計測することが

できます。回収や支払等の取引条件の変化による必要運転資金の増減を把握するための指標です。

③労働生産性

【計算式】＝営業利益/従業員数

【意 義】従業員１人当たりが獲得する営業利益を示すものであり、成長力、競争力等を評価する指標で

す。

①売上増加率

【計算式】＝(売上高/前年度売上高)－１

【意 義】キャッシュフローの源泉である売上高の増減率を確認することが可能であるとともに、事業者

の成長ステージを判断するのに有用な指標です。

⑥自己資本比率

【計算式】＝純資産/総資産

【意 義】総資産のうち、返済義務のない自己資本が占める比率を示し、安全性分析の最も基本的な指標

です。

④EBITDA有利子負債倍率

【計算式】＝(借入金－現預金)/(営業利益＋減価償却費)

【意 義】（営業利益＋減価償却費）の部分は営業キャッシュフローを簡易的に示すもので、有利子負債

と当該営業キャッシュフローを比較しているため、倍率が低いほど返済能力があることを示す指標です。

②営業利益率

【計算式】＝営業利益/売上高

【意 義】本業の収益性を図る重要な指標であり、事業性を評価するための、収益性分析の最も基本的な

指標です。
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横浜市信用保証協会　会長

横浜市中小企業融資「経営支援資金」の利用申込にあたり、以下の通り売上高減少要件を満たしている

ことを申告します。

＜売上高減少要件＞ 

「最近１か月間の売上高」が「前年同月の売上高」と比較して５％以上減少していること。

次のいずれかの業歴にチェックのうえ、必要事項をご記入ください。

業歴１年１ヶ月以上

【数値基準】

最近１か月間の売上高の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ）×１００ ％

業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満

【数値基準】

最近１か月間の売上高の減少率（（Ｃ－Ａ）／Ｃ）×１００ ％

※１「(Ａ)：最近１か月間の売上高」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間のうちいずれかの月を最近

１か月間とした売上高をご記入ください。

※２「(Ｂ)前年同月の売上高」には、「(Ａ)最近１か月間の売上高」の前年同月の売上高をご記入ください。

※３「(Ｃ)最近３か月間の月平均売上高」は、最近１か月間を含む最近３か月間の月平均売上高を計算し、小

数点以下を切り捨ててご記入ください。なお、業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、「前年同月の

売上高」は「(Ｃ)最近３か月間の月平均売上高」に読み替えます。

１.売上高は、決算書、試算表、売上台帳等の資料に基づき正確にご記入ください。

２.信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

３.％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。

（金融機関使用欄）

申込金融機関として、申請者が本制度所定の売上高減少要件を満たしていることを確認しています。

金融機関本・支店名

代表者名

R07

代表者名
又は氏名

月 日

減少率 ≧ 5％以上

年 月

減少率

（注）

令和 年

令和

≧

売上高 円 円

(Ａ)最近１か月間の売上高※１ (Ｃ)最近３か月間の月平均売上高※３

年　月 令和 年 月 令和 年 月 ～

売上高 円 円

(Ａ)最近１か月間の売上高※１ (Ｂ)前年同月の売上高※２

年　月 令和 年

経営支援資金　売上高減少要件確認書

住    所

法 人 名

（申請者）

月

（様式９－（１））

令和 年 月 日

月 令和 年

5％以上
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横浜市信用保証協会　会長

横浜市中小企業融資「経営支援資金」の利用申込にあたり、以下の通り売上高総利益率減少要件を満たし

ていることを申告します。

＜利益率減少要件＞ 
次の(１)、(２)又は(３)いずれかにチェックのうえ、該当していることを確認してください。
(注)利益率の(Ｂ)又は(Ｃ)がプラスで(Ａ)がマイナスの場合や、(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)が全てマイナスで、(Ａ)

のマイナス幅が(Ｂ)又は(Ｃ)より大きい場合は、減少率にかかわらず要件に該当します。なお、
(Ｂ)又は(Ｃ)がマイナスで(Ａ)がプラスの場合は、要件に該当しませんのでご注意ください。

(１)「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率」が「(Ｂ)前年同月の売上高総利益率」と比較して

５％以上減少していること。

次のいずれかにチェックのうえ、必要事項をご記入ください。

業歴１年１ヶ月以上

【数値基準】
売上高総利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満

【数値基準】
売上高総利益率の減少率（（Ｃ－Ａ）／Ｃ(絶対値)）×１００ ％

(２)「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率」が「(Ｂ)直近決算の売上高総利益率」と比較して

５％以上減少していること。

【数値基準】
売上高総利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

(３)「(Ａ)直近決算の売上高総利益率」が「(Ｂ)直近決算前期の売上高総利益率」と比較して

５％以上減少していること。

【数値基準】
売上高総利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

※１「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間のうちいずれかの月を
最近１か月間とした売上高総利益率をご記入ください。

※２「(Ｂ)前年同月の売上高総利益率」には、「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率」の前年同月の売上高総利益
率をご記入ください。

※３「(Ｃ)最近３か月間の売上高総利益率」は、最近１か月間を含む最近３か月間の売上高総利益率をご記入くだ
さい。なお、業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、(１)の「(Ｂ)前年同月の売上高総利益率」は「(Ｃ)
最近３か月間の売上高総利益率」に読み替えます。

１.売上高総利益率は、決算書、試算表等の資料に基づき正確にご記入ください。
２.売上高総利益率は、「売上総利益÷売上高×１００」にて算定してください。
３.直近決算とは記入日時点で申告期限が到来している最新の決算期になります。
４.「売上高総利益率」は、減価償却前又は減価償却後のいずれかの利益率同士による比較でも差し支えありません。
５.信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。
６.％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。

（金融機関使用欄）

申込金融機関として、申請者が利益率減少要件を満たしていることを確認しています。

金融機関本・支店名

代表者名

日令和 年 月

減少率 ≧ 5％以上

（注）

(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率※１ (Ｂ)直近決算の売上高総利益率

年　月 令和 年 月 令和

減少率 ≧ 5％以上

(Ａ)直近決算の売上高総利益率 (Ｂ)直近決算前期の売上高総利益率

年

％ ％

令和 年 月

≧ 5％以上

(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率※１ (Ｃ)最近３か月間の売上高総利益率※３

～令和 年 月 令和 年 月

R07

令和 年 月 日

経営支援資金　売上高総利益率減少要件確認書

代表者名
又は氏名

（様式９－（２））

住    所

法 人 名

(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率※１ (Ｂ)前年同月の売上高総利益率※２

（申 請 者）

％

減少率

年　月

売上高総利益率

年　月

売上高総利益率

令和 年 月 令和 年 月

％ ％

減少率

月

売上高総利益率 ％

≧ 5％以上

月

売上高総利益率 ％ ％

月 令和 年年　月 令和 年



- 69 - 
 

 

 

横浜市信用保証協会　会長

横浜市中小企業融資「経営支援資金」の利用申込にあたり、以下の通り売上高営業利益率減少要件を満たし

ていることを申告します。

＜利益率減少要件＞ 
次の(１)、(２)又は(３)いずれかにチェックのうえ、該当していることを確認してください。
(注)利益率の(Ｂ)又は(Ｃ)がプラスで(Ａ)がマイナスの場合や、(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)が全てマイナスで、(Ａ)

のマイナス幅が(Ｂ)又は(Ｃ)より大きい場合は、減少率にかかわらず要件に該当します。なお、
(Ｂ)又は(Ｃ)がマイナスで(Ａ)がプラスの場合は、要件に該当しませんのでご注意ください。
(１)「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率」が「(Ｂ)前年同月の売上高営業利益率」

と比較して５％以上減少していること。

次のいずれかにチェックのうえ、必要事項をご記入ください。

業歴１年１ヶ月以上

【数値基準】
売上高営業利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満

【数値基準】
売上高営業利益率の減少率（（Ｃ－Ａ）／Ｃ(絶対値)）×１００ ％

(２)「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率」が「(Ｂ)直近決算の売上高営業利益率」

と比較して５％以上減少していること。

【数値基準】
売上高営業利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

(３)「(Ａ)直近決算の売上高営業利益率」が「(Ｂ)直近決算前期の売上高営業利益率」と比較して

５％以上減少していること。

【数値基準】
売上高営業利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

※１「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間のうちいずれかの月を最近１か月間とした

売上高営業利益率をご記入ください。

※２「(Ｂ)前年同月の売上高営業利益率」には、「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率」の前年同月の売上高営業利益率をご記入くだ

さい。

※３「(Ｃ)最近３か月間の売上高営業利益率」は、最近１か月間を含む最近３か月間の売上高営業利益率をご記入ください。なお、業

歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、(１)の「(Ｂ)前年同月の売上高営業利益率」は「(Ｃ)最近３か月間の売上高営業利益率」

に読み替えます。

１.売上高営業利益率は、決算書、試算表等の資料に基づき正確にご記入ください。
２.売上高営業利益率は、「営業利益÷売上高×１００」にて算定してください。
３.直近決算とは記入日時点で申告期限が到来している最新の決算期になります。
４.「売上高営業利益率」は、減価償却前又は減価償却後のいずれかの利益率同士による比較でも差し支えありません。
５.信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。
６.％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。

（金融機関使用欄）

申込金融機関として、申請者が利益率減少要件を満たしていることを確認しています。

金融機関本・支店名

代表者名

日

減少率 ≧ 5％以上

（注）

令和 年 月

令和 年 月
売上高営業利益率 ％ ％

年　月 令和 年 月

減少率 ≧ 5％以上

(Ａ)直近決算の売上高営業利益率 (Ｂ)直近決算前期の売上高営業利益率

令和 年 月
売上高営業利益率 ％ ％

年　月 令和 年 月

減少率 ≧ 5％以上

(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率※１ (Ｂ)直近決算の売上高営業利益率

令和 年 月
売上高営業利益率 ％ ％

令和 年 月 ～年　月 令和 年 月

減少率 ≧ 5％以上

(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率※１ (Ｃ)最近３か月間の売上高営業利益率※３

年 月
売上高営業利益率 ％ ％

(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率※１ (Ｂ)前年同月の売上高営業利益率※２

年　月 令和 年 月 令和

経営支援資金　売上高営業利益率減少要件確認書

住    所

法 人 名

代表者名
又は氏名

（様式９－（３）） R07

令和 年 月 日

（申 請 者）
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横浜市信用保証協会　会長

横浜市中小企業融資「経営支援資金」の利用申込にあたり、以下の通り売上高減少要件を満たしている

ことを申告します。

＜米国の関税措置の影響を起因とした売上高減少の理由を記載してください。 ＞

＜売上高減少要件＞ 

「最近１か月間の売上高」が「前年同月の売上高」と比較して５％以上減少していること。

次のいずれかの業歴にチェックのうえ、必要事項をご記入ください。

業歴１年１ヶ月以上

【数値基準】

最近１か月間の売上高の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ）×１００ ％

業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満

【数値基準】

最近１か月間の売上高の減少率（（Ｃ－Ａ）／Ｃ）×１００ ％

※１「(Ａ)：最近１か月間の売上高」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間（令和７年４月以降に限る）のうち

いずれかの月を最近１か月間とした売上高をご記入ください。

※２「(Ｂ)前年同月の売上高」には、「(Ａ)最近１か月間の売上高」の前年同月の売上高をご記入ください。

※３「(Ｃ)最近３か月間の月平均売上高」は、最近１か月間を含む最近３か月間の月平均売上高を計算し、小

数点以下を切り捨ててご記入ください。なお、業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、「前年同月の

売上高」は「(Ｃ)最近３か月間の月平均売上高」に読み替えます。

１.売上高は、決算書、試算表、売上台帳等の資料に基づき正確にご記入ください。

２.信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

３.％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。

（金融機関使用欄）

　申込金融機関として、申請者の売上高減少は、米国の関税措置の影響によることを確認しています。

金融機関本・支店名

代表者名

月

（様式10－（１））

令和 年 月 日

月 令和 年

5％以上

経営支援資金（融資対象者７）　売上高減少要件確認書

住    所

法 人 名

（申請者）

(Ａ)最近１か月間の売上高※１ (Ｂ)前年同月の売上高※２

年　月 令和 年

売上高 円 円

円

(Ａ)最近１か月間の売上高※１ (Ｃ)最近３か月間の月平均売上高※３

年　月 令和 年 月 令和 年 月 ～

売上高 円

減少率

（注）

令和 年

令和

≧

R07

代表者名
又は氏名

月 日

減少率 ≧ 5％以上

年 月
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横浜市信用保証協会　会長

横浜市中小企業融資「経営支援資金」の利用申込にあたり、以下の通り売上高総利益率減少要件を満たし

ていることを申告します。

＜米国の関税措置の影響を起因とした売上高総利益率減少の理由を記載してください。 ＞

＜利益率減少要件＞ 
次の(１)又は(２)いずれかにチェックのうえ、該当していることを確認してください。
(注)利益率の(Ｂ)又は(Ｃ)がプラスで(Ａ)がマイナスの場合や、(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)が全てマイナスで、(Ａ)

のマイナス幅が(Ｂ)又は(Ｃ)より大きい場合は、減少率にかかわらず要件に該当します。なお、
(Ｂ)又は(Ｃ)がマイナスで(Ａ)がプラスの場合は、要件に該当しませんのでご注意ください。
(１)「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率」が「(Ｂ)前年同月の売上高総利益率」と比較して

５％以上減少していること。

次のいずれかにチェックのうえ、必要事項をご記入ください。

業歴１年１ヶ月以上

【数値基準】
売上高総利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満

【数値基準】
売上高総利益率の減少率（（Ｃ－Ａ）／Ｃ(絶対値)）×１００ ％

(２)「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率」が「(Ｂ)直近決算の売上高総利益率」と比較して

５％以上減少していること。

【数値基準】
売上高総利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

※１「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間（令和７年４月以降に限る）
のうちいずれかの月を最近１か月間とした売上高総利益率をご記入ください。

※２「(Ｂ)前年同月の売上高総利益率」には、「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率」の前年同月の売上高総利益
率をご記入ください。

※３「(Ｃ)最近３か月間の売上高総利益率」は、最近１か月間を含む最近３か月間の売上高総利益率をご記入くだ
さい。なお、業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、(１)の「(Ｂ)前年同月の売上高総利益率」は「(Ｃ)
最近３か月間の売上高総利益率」に読み替えます。

１.売上高総利益率は、決算書、試算表等の資料に基づき正確にご記入ください。
２.売上高総利益率は、「売上総利益÷売上高×１００」にて算定してください。
３.直近決算とは記入日時点で申告期限が到来している最新の決算期になります。
４.「売上高総利益率」は、減価償却前又は減価償却後のいずれかの利益率同士による比較でも差し支えありません。
５.信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

６.％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。

（金融機関使用欄）

　申込金融機関として、申請者の売上高総利益率減少は、米国の関税措置の影響によることを確認しています。

金融機関本・支店名

代表者名

（注）

日令和 年 月

減少率 ≧ 5％以上

年 月
売上高総利益率 ％ ％

(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率※１ (Ｂ)直近決算の売上高総利益率

年　月 令和 年 月 令和

売上高総利益率 ％ ％

減少率 ≧ 5％以上

≧ 5％以上

(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率※１ (Ｃ)最近３か月間の売上高総利益率※３

年　月 令和 年 ～ 令和 年 月月 令和 年 月

売上高総利益率 ％ ％

減少率

月 令和 年 月

代表者名
又は氏名

(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率※１ (Ｂ)前年同月の売上高総利益率※２

年　月 令和 年

経営支援資金（融資対象者７）　売上高総利益率減少要件確認書

（申 請 者）

住    所

法 人 名

（様式10－（２）） R07

令和 年 月 日
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横浜市信用保証協会　会長

横浜市中小企業融資「経営支援資金」の利用申込にあたり、以下の通り売上高営業利益率減少要件を満たし

ていることを申告します。

＜米国の関税措置の影響を起因とした売上高営業利益率減少の理由を記載してください。 ＞

＜利益率減少要件＞ 
次の(１)又は(２)いずれかにチェックのうえ、該当していることを確認してください。
(注)利益率の(Ｂ)又は(Ｃ)がプラスで(Ａ)がマイナスの場合や、(Ａ)(Ｂ)(Ｃ)が全てマイナスで、(Ａ)

のマイナス幅が(Ｂ)又は(Ｃ)より大きい場合は、減少率にかかわらず要件に該当します。なお、
(Ｂ)又は(Ｃ)がマイナスで(Ａ)がプラスの場合は、要件に該当しませんのでご注意ください。

(１)「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率」が「(Ｂ)前年同月の売上高営業利益率」

と比較して５％以上減少していること。

次のいずれかにチェックのうえ、必要事項をご記入ください。

業歴１年１ヶ月以上

【数値基準】
売上高営業利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満

【数値基準】
売上高営業利益率の減少率（（Ｃ－Ａ）／Ｃ(絶対値)）×１００ ％

(２)「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率」が「(Ｂ)直近決算の売上高営業利益率」

と比較して５％以上減少していること。

【数値基準】
売上高営業利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

※１「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間（令和７年４月以降に限る）

のうちいずれかの月を最近１か月間とした売上高営業利益率をご記入ください。

※２「(Ｂ)前年同月の売上高営業利益率」には、「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率」の前年同月の売上高営業利益率をご記入くだ

さい。

※３「(Ｃ)最近３か月間の売上高営業利益率」は、最近１か月間を含む最近３か月間の売上高営業利益率をご記入ください。なお、業

歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、(１)の「(Ｂ)前年同月の売上高営業利益率」は「(Ｃ)最近３か月間の売上高営業利益率」

に読み替えます。

１.売上高営業利益率は、決算書、試算表等の資料に基づき正確にご記入ください。
２.売上高営業利益率は、「営業利益÷売上高×１００」にて算定してください。
３.直近決算とは記入日時点で申告期限が到来している最新の決算期になります。
４.「売上高営業利益率」は、減価償却前又は減価償却後のいずれかの利益率同士による比較でも差し支えありません。
５.信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

６.％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。

（金融機関使用欄）

　申込金融機関として、売上高営業利益率減少は、米国の関税措置の影響によることを確認しています。

金融機関本・支店名

代表者名

（注）

日令和 年 月

減少率 ≧ 5％以上

年 月
売上高営業利益率 ％ ％

(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率※１ (Ｂ)直近決算の売上高営業利益率

年　月 令和 年 月 令和

売上高営業利益率 ％ ％

減少率 ≧ 5％以上

≧ 5％以上

(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率※１ (Ｃ)最近３か月間の売上高営業利益率※３

年　月 令和 年 ～ 令和 年 月月 令和 年 月

売上高営業利益率 ％ ％

減少率

月 令和 年 月

代表者名
又は氏名

(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率※１ (Ｂ)前年同月の売上高営業利益率※２

年　月 令和 年

経営支援資金（融資対象者７）　売上高営業利益率減少要件確認書

（申 請 者）

住    所

法 人 名

（様式10－（３）） R07

令和 年 月 日
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（様式11）                                                   Ｒ０７ 

 

経営支援資金（融資対象者８）要件確認書 

                                                         年   月   日 

   横浜市信用保証協会会長 

                                  （申請者） 

                      住  所 

企 業 名 

（TEL              E-mail           ） 

代 表 者                                           

 

横浜市中小企業融資「経営支援資金」の利用申込にあたり、以下のとおり融資対象者の要件に該当

することを申告します。 

 

 

 

 

 

＜日産自動車株式会社の経営再建策による影響内容を記載してください。＞ 

 

 

 

＜資金の使用目的を記載してください＞ 

 

 

 

日産自動車株式会社との関

係・取引状況 

直接取引・間接取引いずれかを選択 

□ 直接取引がある 

□ 間接的に取引がある 

日産自動車（株）の

サプライチェーンの

取引先企業名 

(A) 

日産自動車株式会社との取

引内容 
 

(A)と日産自動車

（株）との関係（取

引内容等） 

 

(A)と申請者との取

引内容 
 

売上に占める割合 

該当売上／全体売上 
 

売上に占める割合 

該当売上／全体売上 
 

（金融機関使用欄）

金融機関本・支店名

代表者名

日令和 年 月

　申込金融機関として、日産自動車株式会社の経営再建策の影響によることを確認しています。
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横浜市信用保証協会　会長

横浜市中小企業融資「緊急経営支援資金」の利用申込にあたり、以下の通り売上高減少要件を満たし

ていることを申告します。

〈売上高が減少している主な原因〉

次のいずれか一つにチェックし、下記に具体的な内容を記載してください。

米国の関税措置の影響

日産自動車株式会社の生産体制縮小による影響

その他原油・原材料価格の高騰等

具体的な内容

＜売上高減少要件＞ 

「（Ａ）最近１か月間の売上高※１」が「（Ｂ）直近３年のいずれかの年の同月の売上高※２」

と比較して５％以上減少していること。

【数値基準】
最近１か月間の売上高の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ）×１００ ％

※１「(Ａ)：最近１か月間の売上高」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間のうちいずれかの月を最近
１か月間とした売上高をご記入ください。

※２ 業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、「直近３年のいずれかの年の同月の売上高」は「最近３か月間の
月平均売上高」に読み替えます。「最近３か月間の月平均売上高」とは、最近１か月間を含む最近３か月間
の月平均売上高を計算し、小数点以下を切り捨ててご記入ください。

１.売上高は、決算書、試算表、売上台帳等の資料に基づき正確にご記入ください。

２.信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

３.％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。

（金融機関使用欄）

申込金融機関として、申請者が売上高減少要件を満たしていることを確認しています。

金融機関本・支店名

代表者名

R07

代表者名
又は氏名

月 日

減少率

緊急経営支援資金　売上高減少要件確認書

住    所

法 人 名

（申請者）

（注）

令和 年

≧

売上高 円 円

(Ａ) (Ｂ)

年　月 令和 年 月

（様式12－（１））

令和 年 月 日

月 令和 年

5％以上
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横浜市信用保証協会　会長

横浜市中小企業融資「緊急経営支援資金」の利用申込にあたり、以下の通り売上高総利益率減少要件を

満たしていることを申告します。

〈売上高総利益率が減少している主な原因〉
次のいずれか一つにチェックし、下記に具体的な内容を記載してください。

米国の関税措置の影響
日産自動車株式会社の生産体制縮小による影響

その他原油・原材料価格の高騰等

具体的な内容

＜利益率減少要件＞ 

次の(１)、(２)又は(３)いずれかにチェックのうえ、該当していることを確認してください。

(１)「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率※１」が「(Ｂ)直近３年のいずれかの年の同月の

売上高総利益率※２」と比較して５％以上減少していること。
(２)「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率※１」が「(Ｂ)直近決算、前期又は前々期の

売上高総利益率」と比較して５％以上減少していること。
(３)「(Ａ)直近決算の売上高総利益率」が「(Ｂ)直近決算前期、前々期又は前々々期の

売上高総利益率」と比較してと比較して５％以上減少していること。

【数値基準】
売上高総利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

(注) 利益率の(Ｂ)がプラスで(Ａ)がマイナスの場合や、(Ａ)(Ｂ)が両方マイナスで、(Ａ)のマイナス幅が
(Ｂ)より大きい場合は、減少率にかかわらず要件に該当します。
なお、(Ｂ)がマイナスで(Ａ)がプラスの場合は、要件に該当しませんのでご注意ください。

※１「(Ａ)最近１か月間の売上高総利益率」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間のうちいずれかの月を
最近１か月間とした売上高総利益率をご記入ください。

※２ 業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、「直近３年のいずれかの年の同月の売上高総利益率」は「最近
３か月間の売上高総利益率」に読み替えます。「最近３か月間の売上高総利益率」とは、最近１か月間を
含む最近３か月間の売上高総利益率をご記入ください。

１.売上高総利益率は、決算書、試算表等の資料に基づき正確にご記入ください。

２.売上高総利益率は、「売上総利益÷売上高×１００」にて算定してください。

３.直近決算とは記入日時点で申告期限が到来している最新の決算期になります。

４.「売上高総利益率」は、減価償却前又は減価償却後のいずれかの利益率同士による比較でも差し支えありません。

５.信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。

６.％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。

（金融機関使用欄）
申込金融機関として、申請者が売上高総利益率減少要件を満たしていることを確認しています。

金融機関本・支店名

代表者名

日令和 年 月

（注）

≧ 5％以上

R07

令和 年 月 日

緊急経営支援資金　売上高総利益率減少要件確認書

代表者名
又は氏名

（様式12－（２））

年　月
売上高総利益率

令和

(Ａ)

％

（申 請 者）

年 月 令和

住    所

法 人 名

(Ｂ)

減少率

年 月

％
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横浜市信用保証協会　会長

横浜市中小企業融資「緊急経営支援資金」の利用申込にあたり、以下の通り売上高営業利益率減少要件を

満たしていることを申告します。

〈売上高営業利益率が減少している主な原因〉

次のいずれか一つにチェックし、下記に具体的な内容を記載してください。

米国の関税措置の影響

日産自動車株式会社の生産体制縮小による影響

その他原油・原材料価格の高騰等

具体的な内容

＜利益率減少要件＞ 
次の(１)、(２)又は(３)いずれかにチェックのうえ、該当していることを確認してください。

(１)「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率※１」が「(Ｂ)直近３年のいずれかの年の同月の

売上高営業利益率※２」と比較して５％以上減少していること。

(２)「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率※１」が「(Ｂ)直近決算、前期又は前々期の

売上高営業利益率」と比較して５％以上減少していること。

(３)「(Ａ)直近決算の売上高営業利益率」が「(Ｂ)直近決算前期、前々期又は前々々期の

売上高営業利益率」と比較して５％以上減少していること。

【数値基準】
売上高営業利益率の減少率（（Ｂ－Ａ）／Ｂ(絶対値)）×１００ ％

(注) 利益率の(Ｂ)がプラスで(Ａ)がマイナスの場合や、(Ａ)(Ｂ)が両方マイナスで、(Ａ)のマイナス幅が

(Ｂ)より大きい場合は、減少率にかかわらず要件に該当します。

なお、(Ｂ)がマイナスで(Ａ)がプラスの場合は、要件に該当しませんのでご注意ください。

※１「(Ａ)最近１か月間の売上高営業利益率」には、本様式記入日時点から遡ること３か月間のうちいずれかの月を
最近１か月間とした売上高営業利益率をご記入ください。

※２ 業歴３ヶ月以上１年１ヶ月未満の場合は、「直近３年のいずれかの年の同月の売上高営業利益率」は
「最近３か月間の売上高営業利益率」に読み替えます。「最近３か月間の売上高営業利益率」とは、最近
１か月間を含む最近３か月間の売上高営業利益率をご記入ください。

１.売上高営業利益率は、決算書、試算表等の資料に基づき正確にご記入ください。
２.売上高営業利益率は、「営業利益÷売上高×１００」にて算定してください。
３.直近決算とは記入日時点で申告期限が到来している最新の決算期になります。
４.「売上高営業利益率」は、減価償却前又は減価償却後のいずれかの利益率同士による比較でも差し支えありません。
５.信用保証協会から根拠資料の提出をお願いする場合がありますのであらかじめご了承ください。
６.％は小数点第２位以下を切り捨て、小数点第１位までご記入ください。

（金融機関使用欄）

申込金融機関として、申請者が売上高営業利益率減少要件を満たしていることを確認しています。

金融機関本・支店名

代表者名

日月

（注）

令和 年

減少率 ≧ 5％以上

年 月

代表者名
又は氏名

売上高営業利益率 ％ ％

(Ａ) (Ｂ)

年　月 令和 年 月 令和

（様式12－（３）） R07

令和 年 月 日

（申 請 者）

緊急経営支援資金　売上高営業利益率減少要件確認書

住    所

法 人 名
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（様式13）                                                   Ｒ０７ 

 

設備更新資金 資格申告書 

 

  年  月  日 

横浜市信用保証協会会長 

                                    住   所 

                                    企 業 名 

                                         代 表 者                    

 

 

 横浜市中小企業融資制度「設備更新資金」の利用申込にあたり、以下のとおり、融資対象者の要件に該当する

ことを申告します。 

 

１ 該当する要件 

  □融資対象者１（電気・ガス・液体燃料等のエネルギーを使用する既存設備を更新） 

  □融資対象者２（融資対象者１以外の既存設備を更新） 

 

２ 現状の設備 

（１） 設備種類 

   【融資対象者１】 

    □ 業務用空調設備               □ 業務用給湯器 

    □ 業務用冷凍冷蔵設備             □ LED 照明 

    □ 高性能ボイラ                □ 変圧器 

    □ 産業用モータ                □ 産業ヒートポンプ 

    □ 生産設備（工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン） 

    □ 自動車・作業車 

□ その他業務用設備 

     （                                        ） 

   【融資対象者２】 

□ 設備内容 

     （                                        ） 

（２） 製品名 

（                                          ） 

（３） メーカー名 

（                                          ） 

 

 

 

 

 

 

 

裏面あり 
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３ 導入予定の設備 

（１） 設備種類 

   【融資対象者１】 

    □ 業務用空調設備               □ 業務用給湯器 

    □ 業務用冷凍冷蔵設備             □ LED 照明 

    □ 高性能ボイラ                □ 変圧器 

    □ 産業用モータ                □ 産業ヒートポンプ 

    □ 生産設備（工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシン） 

    □ 自動車・作業車 

□ その他業務用設備 

     （                                        ） 

   【融資対象者２】 

□ 設備内容 

     （                                        ） 

（２） 製品名 

（                                          ） 

（３） メーカー名 

（                                          ） 

 

 

４ 付随する運転資金の内容と金額 

 

※ 「付随する運転資金」を含む場合に限り、記入すること。 

 

 

（注） 融資を受けるためには、融資申込後に所定の審査があります。また、この資格申告書の内容に虚偽等が

あった場合には、融資が受けられないことがあります。
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参 考           中小企業信用保険法（抜粋）                 

 

（目   的）  

第一条  この法律は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行なう制度を確立

し、もつて中小企業の振興を図ることを目的とする。  

 

（定   義）  

第二条  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。  

一  資本金の額又は出資の総額が三億円（小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業

とする事業者については一億円）以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人（小売業を主たる事業とする事業者については

五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人）以下の会社及び個人であつて、政令で定める業種に属す

る事業（以下「特定事業」という。）を行うもの（次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。）  

二  資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で

定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの  

三  中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、消費生

活協同組合及び消費生活協同組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であるも

の  

四  協業組合であつて、特定事業を行うもの  

五  医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が三百人以下のもの（前各号に掲げるものを除く。）  

六  特定事業を行う特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法 （平成十年法律第七号）第二条第二項 に規定する特定非営利活動法

人をいう。第三項第七号において同じ。）であつて、常時使用する従業員の数が三百人（小売業を主たる事業とする事業者について

は五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人）以下のもの  

七  商工組合及び商工組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの  

八  商店街振興組合及び商店街振興組合連合会であつて、特定事業を行うもの又はその構成員の三分の二以上が特定事業を行う者であ

るもの  

九  生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が五千

万円（卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時

五十人（卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人）以下の従業員を使用する者であるもののうち、特定事

業を行うもの又はその構成員が特定事業を行う者であるもの  

十  酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以

下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒

販組合連合会及び酒販組合中央会であつて、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円（酒類卸売業者

については、一億円）以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人（酒類卸売業者については、百

人）以下の従業員を使用する者であるもの（以下「酒類業組合」と総称する。）  

十一  内航海運組合及び内航海運組合連合会であつて、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の三分の二以上が三億円

以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの 

  

２ （略） 

 

３  この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。  

一  常時使用する従業員の数が二十人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五人）以下の会社及び個人であつ

て、特定事業を行うもの（次号の政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。）  

二  常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主

たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの  

三  事業協同小組合であつて、特定事業を行うもの又はその組合員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの  

四  特定事業を行う企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの  

五  特定事業を行う協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの  

六  医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの（前各号に掲げるものを除く。）  

七  特定事業を行う特定非営利活動法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者

については、五人）以下のもの  

 

４～６ （略） 

制定：昭和 25年 12月14日 

法 律 第 2 6 4 号 


